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忍川・さきたま調
節池・酒巻導水路
が変わる…

川のまるごと
再生プロジェクト始動！
川のまるごと
再生プロジェクト始動！
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団員の年代や職業はさ
まざま。「和気あいあい
とした雰囲気の中で、
研修に参加しています」
と皆さんは笑顔を見せ
ます。

今年4月に初めて任用された10人の女性消防団員の皆さん。
この日初めて制服を着用し、緊張した表情で写真撮影に臨みました
（8月21日撮影）。

　
本
業
を
持
ち
な
が
ら
、
地
域
の
安

全
と
安
心
を
守
る
た
め
に
活
躍
し
て

い
る
行
田
市
消
防
団
。6
方
面
隊（
団

本
部
機
動
・
中
央
・
西
部
・
南
部
・

北
部
・
東
部
）
21
分
団
で
構
成
さ
れ
、

団
長
以
下
2
6
2
人
（
平
成
25
年
10

月
1
日
現
在
、
女
性
消
防
団
員
も
含

む
）
の
団
員
が
所
属
し
て
い
ま
す
。

　
消
防
・
防
災
に
関
す
る
知
識
や
技

術
を
習
得
し
て
い
る
団
員
は
、
火
災

発
生
時
に
お
け
る
消
火
活
動
は
も
と

よ
り
、台
風
や
豪
雨
な
ど
の
風
水
害
、

さ
ら
に
は
大
規
模
地
震
が
発
生
し
た

場
合
、
救
助
・
救
出
活
動
な
ど
も
行

い
ま
す
。
ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
訓
練

や
機
械
器
具
・
水
利
な
ど
の
点
検
を

行
う
な
ど
、
災
害
に
備
え
て
地
道
な

活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。消
防
団
は
、

地
域
防
災
の
中
核
的
存
在
と
し
て
、

大
い
に
活
躍
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
近
年
で
は
、
就
業
構
造

の
変
化
や
若
年
層
の
都
市
部
へ
の
流

出
、
地
域
の
連
帯
意
識
の
希
薄
化
な

ど
に
よ
り
消
防
団
を
取
り
巻
く
環
境

は
大
き
く
変
化
し
、
男
性
消
防
団
員

の
減
少
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
状
況
は
本
市
だ
け
で
な
く
、
全

国
の
消
防
団
が
抱
え
て
い
る
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
消

防
団
に
入
団
す
る
女
性
が
年
々
増
え

て
お
り
、大
い
に
活
躍
し
て
い
る
の

も
事
実
で
す
。

　
本
市
で
も
、今
年
の
4
月
に
初
め

て
女
性
消
防
団
員
10
人
を
任
用
し
ま

し
た
。こ
れ
は
単
に
男
性
消
防
団
員

の
減
少
を
補
う
た
め
で
は
な
く
、さ

ら
な
る
消
防
団
組
織
の
活
性
化
や
地

域
の
多
種
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
女
性
な
ら
で
は
の
視
点
を
取
り
入

れ
た
活
動
を
行
う
こ
と
で
、男
性
団

員
だ
け
で
は
難
し
か
っ
た
活
動
も
で

き
、
地
域
防
災
力
の
向
上
に
大
き
く

貢
献
す
る
の
で
す
。

女
性
消
防
団
員
を

　
　
　任
用
し
た
ワ
ケ

　
市
内
全
域
を
統
括
す
る
「
団
本
部

指
揮
班
」
に
所
属
し
て
い
る
女
性
消

防
団
員
。
教
養
研
修
や
応
急
手
当
普

及
員
講
習
な
ど
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ

ま
な
研
修
を
受
け
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
来
年
度
、
研
修
で
身
に
付

け
た
知
識
や
技
術
を
生
か
し
、
本
格

的
な
活
動
が
始
ま
り
ま
す
。
消
防
団

の
活
動
と
い
う
と
男
性
が
消
火
活
動

を
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
消
防
団

活
動
に
は
女
性
に
適
し
て
い
る
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。
そ
の
主

な
活
動
内
容
は
次
の
4
つ
で
す
。

①
防
火
活
動
（
高
齢
者
世
帯
な
ど
へ
の

防
火
訪
問
、
自
治
会
お
よ
び
子
供

会
な
ど
へ
の
防
火
活
動
、
幼
児
・
児

童
へ
の
防
火
教
育
）

②
広
報
活
動
（
火
災
予
防
運
動
お
よ

び
歳
末
特
別
警
戒
に
お
け
る
Ｐ
Ｒ

活
動
、
各
種
祭
り
・
イ
ベ
ン
ト
お

よ
び
訓
練
に
お
け
る
Ｐ
Ｒ
活
動
）

③
自
治
会
、
子
供
会
な
ど
の
各
種
団
体

へ
の
応
急
手
当
て
の
普
及
推
進
活
動

④
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
活

動
部
隊
な
ど
へ
の
情
報
収
集
・
連

絡
、
救
急
・
救
護
、
食
料
な
ど
の

供
給
と
い
っ
た
後
方
支
援
活
動

　
ど
の
活
動
も
、「
気
配
り
」「
優
し
さ
」

な
ど
女
性
な
ら
で
は
の
チ
カ
ラ
を
発

揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
ば

か
り
で
す
。
市
民
の
消
防
防
災
活
動

に
対
す
る
関
心
を
さ
ら
に
高
め
る
た

め
に
は
、
彼
女
た
ち
の
こ
れ
か
ら
の

活
躍
が
カ
ギ
を
握
る
の
で
す
。

女
性
消
防
団
員
の

　
　
　
　活
動
と
は
？

女性消防 私たちが　ける場所
　「自分たちのまちは自分たちで守る」地域 の安心・安全の中核的な担い手である消防団員は、市民の命と財産を災害から守るという強い使命に燃え、勇敢かつ献
身的に日々活動しています。この熱い気持ち を持った行田市消防団に、今年の4月から10人の女性団員が仲間入りし、消防団員として新たな一歩を踏み出しました。
ここでは、そんな彼女たちが、活動に必要な 知識や技術を身に付けようと努力するひたむきな姿や消防団活動にかける思いを紹介します。

私たちが ける場所輝団
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　「このまちが好き」「このまちを守
りたい」という思いがあれば誰でも
入団できます。「地域の力に支えられ
た安心・安全なまちづくり」にあな
たの力を発揮してみませんか。

佐藤　礼　さん（持田）

▶この記事に関する問い合わせ　消防本部総務課警防担当☎550―2120

▶応募資格　次の全てに該当する方
　・市内在住・在勤の方で平成25年4月1日現在、
18歳以上50歳程度の方

　・心身共に健康な方
　・原則として5年以上活動できる方
　・普通自動車運転免許を取得している方
▶選考方法　面接による選考を行います。
▶団員の身分　消防団員として任命された場合は、特
　別職の地方公務員(非常勤消防団員)として活動し
　ていただきます。
▶申し込み・問い合わせ　消防本部総務課警防担当
　☎550―2120

あやの

山岸　敏秀　消防団長
結婚を機に平成23年8月に行田市に転入。
これまで開催された研修に積極的に参加
し、自らレベルアップを図っています。

東日本大震災で実際に被災した経験から、
入団を決意しました。

　平
成
23
年
8
月
に
行
田
市
に
転
入

し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は

福
島
県
い
わ
き
市
で
生
活
し
て
い
ま

し
た
。
東
日
本
大
震
災
の
被
害
に
遭

い
、
自
宅
は
半
壊
状
態
で
し
た
。
自

宅
で
何
と
か
生
活
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
地
震
の
恐
怖
で
避
難
所

生
活
を
送
っ
て
い
た
人
も
い
ま
し
た
。

市
の
職
員
の
方
が
避
難
所
で
生
活
し

て
い
る
人
の
た
め
に
、
一
生
懸
命
働
い

て
い
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、
私

も
避
難
所
で
炊
き
出
し
の
手
伝
い
を

し
ま
し
た
。
あ
の
と
き
の
経
験
が
ず
っ

と
心
に
残
っ
て
い
て
「
誰
か
の
た
め
に

役
に
立
ち
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら

入
団
を
決
意
し
ま
し
た
。

　一
緒
に
入
団
し
た
女
性
消
防
団
員

の
皆
さ
ん
は
、
志
が
高
く
、
気
配
り

が
で
き
る
方
た
ち
ば
か
り
で
す
。
と

て
も
い
い
雰
囲
気
の
中
で
、
こ
れ
ま
で

数
多
く
の
研
修
を
受
講
し
て
き
ま
し

た
。
11
月
に
は
、
各
地
域
で
防
災
訓

練
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
研
修
の
一
環
と

し
て
私
た
ち
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
そ
の
と
き
、
こ
れ
ま
で
の

研
修
で
身
に
付
け
た
知
識
を
、
市
民

の
皆
さ
ん
と
交
流
を
図
り
な
が
ら
お

伝
え
す
る
予
定
で
す
。
緊
張
す
る
と

思
い
ま
す
が
、
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。

　本
格
的
な
活
動
は
来
年
度
か
ら
で

す
が
、
そ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
な
け

れ
ば
い
け
な
い
知
識
や
技
術
が
、
ま

だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
向
上

心
を
持
っ
て
こ
れ
か
ら
も
訓
練
に
臨

み
、
万
一
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に

は
、
自
ら
考
え
て
動
く
こ
と
が
で
き

る
団
員
を
目
指
し
て
い
き
た
い
で
す
。

しっかりとしたポリシーを持って、
入団してくれたことがうれしい。

女性消防団員
まだまだ募集中です

　10
人
の
女
性
消
防
団
員
の
方
が
、

4
月
に
入
団
し
て
半
年
以
上
が
経
過
し

ま
し
た
。さ
ま
ざ
ま
な
研
修
を
重
ね
て
、

よ
う
や
く
消
防
団
の
雰
囲
気
に
慣
れ
て

き
た
よ
う
で
す
。

　女
性
消
防
団
員
の
皆
さ
ん
は
「
東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
消
防
団

活
動
を
見
て
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
や
り
た
い
」「
地
域
で
火
災
が
発
生

し
た
と
き
の
消
防
団
の
消
火
活
動
に
感

銘
を
受
け
た
」
な
ど
、
入
団
し
た
動

機
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
共
通
し
て

言
え
る
こ
と
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
ポ

リ
シ
ー
を
持
っ
て
入
団
し
て
く
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
何
よ
り
も
う

れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　今
年
度
は
研
修
期
間
で
す
が
、
来

年
度
か
ら
は
女
性
消
防
団
員
と
し
て

本
格
的
な
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

高
齢
者
世
帯
を
訪
問
し
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
設
置
を
呼
び
掛
け
る
と

い
っ
た
火
災
予
防
広
報
活
動
や
、
地
域

住
民
へ
の
防
火
・
防
災
指
導
、
さ
ら
に

応
急
手
当
て
の
普
及
指
導
な
ど
で
は
、

特
に
女
性
消
防
団
員
の
活
躍
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
研
修
で
身
に
付
け
た
知
識

や
技
術
を
活
用
し
、
女
性
な
ら
で
は
の

感
性
や
優
し
さ
で
、
き
め
細
や
か
な
活

動
を
行
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
女
性
消
防
団
員
の
皆
さ
ん
が
生

き
生
き
と
活
動
し
て
い
る
姿
を
見
て
、

「
私
も
消
防
団
に
入
団
し
た
い
」
と
入

団
を
希
望
す
る
女
性
が
増
え
て
く
れ
た

ら
う
れ
し
い
で
す
。

　消
防
団
は
、
誰
も
が
輝
け
る
場
所

で
す
。「
何
か
人
の
た
め
に
役
に
立
ち

た
い
」
と
思
っ
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
入
団

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

昭和48年西部警備隊に入団。
平成23年4月1日付けで行田市消防団長に
就任。

特集　女性消防団　私たちが輝ける場所 消防団長と女性消防団員にInterview（インタビュー）

あなたのチカラを消防団に!! 女性消防団員成長のキセキ

　入団して6カ月以上が経過し、さまざまな研修に取
り組んできた女性消防団員。知識と技術を身に付けて
きた団員がキラリと輝いている姿を紹介します。

消防団の概要を学び、初期
消火訓練を行いました。団
員としての第一歩を踏み
出しました。

消防団員が災害現場や訓練活動
中に潜む危険を見抜く力を養い、
安全な活動を行うために実行で
きる対策を身に付けました。

応急手当ての手法を教えることが
できる｢応急手当普及員｣を養成す
る講習に参加。今後の普及活動の担
い手として活躍が期待されます。 女性消防団員

基礎教育研修

後方支援活動研修

消防団の概要を学び、初期消防団の概要を学び、初期消防団の概要を学び、初期消防団の概要を学び、初期消防団の概要を学び、初期消防団の概要を学び、初期

4月

消防団危険予知訓練
(Ｓ－ＫＹＴ)研修

消防団員が災害現場や訓練活動消防団員が災害現場や訓練活動消防団員が災害現場や訓練活動消防団員が災害現場や訓練活動消防団員が災害現場や訓練活動消防団員が災害現場や訓練活動

消防団危険予知訓練消防団危険予知訓練6月
救護活動研修
8月

消防車両を初めて運転した
団員は、緊張した様子。緊急
車両を走行させる際の注意
事項を確認しました。

緊急車両
運転技能講習10月

アナウンス、表彰の介添え
などを行い、円滑な大会運
営に協力しました。

第41回
行田市消防団
消防操法大会9月

後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修後方支援活動研修
7月、8月

水防活動に万全を期すため、千葉県香取市佐原口地先で
行われた水防演習を初めて視察しました。

猛暑の中、利根川や
荒川で開催された

各水防訓練に出場する団員の士気高
揚を促すため、飲料水などを供給しま
した。

第62回
利根川水系
連合水防演習
の視察

第62回第62回第62回第62回第62回第62回
5月
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　「このまちが好き」「このまちを守
りたい」という思いがあれば誰でも
入団できます。「地域の力に支えられ
た安心・安全なまちづくり」にあな
たの力を発揮してみませんか。

佐藤　礼　さん（持田）

▶この記事に関する問い合わせ　消防本部総務課警防担当☎550―2120

▶応募資格　次の全てに該当する方
　・市内在住・在勤の方で平成25年4月1日現在、
18歳以上50歳程度の方

　・心身共に健康な方
　・原則として5年以上活動できる方
　・普通自動車運転免許を取得している方
▶選考方法　面接による選考を行います。
▶団員の身分　消防団員として任命された場合は、特
　別職の地方公務員(非常勤消防団員)として活動し
　ていただきます。
▶申し込み・問い合わせ　消防本部総務課警防担当
　☎550―2120

あやの

山岸　敏秀　消防団長
結婚を機に平成23年8月に行田市に転入。
これまで開催された研修に積極的に参加
し、自らレベルアップを図っています。

東日本大震災で実際に被災した経験から、
入団を決意しました。

　平
成
23
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8
月
に
行
田
市
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転
入

し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は

福
島
県
い
わ
き
市
で
生
活
し
て
い
ま

し
た
。
東
日
本
大
震
災
の
被
害
に
遭

い
、
自
宅
は
半
壊
状
態
で
し
た
。
自

宅
で
何
と
か
生
活
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
地
震
の
恐
怖
で
避
難
所

生
活
を
送
っ
て
い
た
人
も
い
ま
し
た
。

市
の
職
員
の
方
が
避
難
所
で
生
活
し

て
い
る
人
の
た
め
に
、
一
生
懸
命
働
い

て
い
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、
私

も
避
難
所
で
炊
き
出
し
の
手
伝
い
を

し
ま
し
た
。
あ
の
と
き
の
経
験
が
ず
っ

と
心
に
残
っ
て
い
て
「
誰
か
の
た
め
に

役
に
立
ち
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら

入
団
を
決
意
し
ま
し
た
。

　一
緒
に
入
団
し
た
女
性
消
防
団
員
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、
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で
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る
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ち
ば
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す
。
と
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も
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で
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れ
ま
で

数
多
く
の
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修
を
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講
し
て
き
ま
し

た
。
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に
は
、
各
地
域
で
防
災
訓

練
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
研
修
の
一
環
と

し
て
私
た
ち
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
そ
の
と
き
、
こ
れ
ま
で
の

研
修
で
身
に
付
け
た
知
識
を
、
市
民

の
皆
さ
ん
と
交
流
を
図
り
な
が
ら
お

伝
え
す
る
予
定
で
す
。
緊
張
す
る
と

思
い
ま
す
が
、
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。

　本
格
的
な
活
動
は
来
年
度
か
ら
で

す
が
、
そ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
な
け

れ
ば
い
け
な
い
知
識
や
技
術
が
、
ま

だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
向
上

心
を
持
っ
て
こ
れ
か
ら
も
訓
練
に
臨

み
、
万
一
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に

は
、
自
ら
考
え
て
動
く
こ
と
が
で
き

る
団
員
を
目
指
し
て
い
き
た
い
で
す
。

しっかりとしたポリシーを持って、
入団してくれたことがうれしい。

女性消防団員
まだまだ募集中です

　10
人
の
女
性
消
防
団
員
の
方
が
、

4
月
に
入
団
し
て
半
年
以
上
が
経
過
し

ま
し
た
。さ
ま
ざ
ま
な
研
修
を
重
ね
て
、

よ
う
や
く
消
防
団
の
雰
囲
気
に
慣
れ
て

き
た
よ
う
で
す
。

　女
性
消
防
団
員
の
皆
さ
ん
は
「
東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
消
防
団

活
動
を
見
て
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
や
り
た
い
」「
地
域
で
火
災
が
発
生

し
た
と
き
の
消
防
団
の
消
火
活
動
に
感

銘
を
受
け
た
」
な
ど
、
入
団
し
た
動

機
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
共
通
し
て

言
え
る
こ
と
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
ポ

リ
シ
ー
を
持
っ
て
入
団
し
て
く
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
何
よ
り
も
う

れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　今
年
度
は
研
修
期
間
で
す
が
、
来

年
度
か
ら
は
女
性
消
防
団
員
と
し
て

本
格
的
な
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

高
齢
者
世
帯
を
訪
問
し
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
設
置
を
呼
び
掛
け
る
と

い
っ
た
火
災
予
防
広
報
活
動
や
、
地
域

住
民
へ
の
防
火
・
防
災
指
導
、
さ
ら
に

応
急
手
当
て
の
普
及
指
導
な
ど
で
は
、

特
に
女
性
消
防
団
員
の
活
躍
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
研
修
で
身
に
付
け
た
知
識

や
技
術
を
活
用
し
、
女
性
な
ら
で
は
の

感
性
や
優
し
さ
で
、
き
め
細
や
か
な
活

動
を
行
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
女
性
消
防
団
員
の
皆
さ
ん
が
生

き
生
き
と
活
動
し
て
い
る
姿
を
見
て
、

「
私
も
消
防
団
に
入
団
し
た
い
」
と
入

団
を
希
望
す
る
女
性
が
増
え
て
く
れ
た

ら
う
れ
し
い
で
す
。

　消
防
団
は
、
誰
も
が
輝
け
る
場
所

で
す
。「
何
か
人
の
た
め
に
役
に
立
ち

た
い
」
と
思
っ
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
入
団

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

昭和48年西部警備隊に入団。
平成23年4月1日付けで行田市消防団長に
就任。

特集　女性消防団　私たちが輝ける場所 消防団長と女性消防団員にInterview（インタビュー）

あなたのチカラを消防団に!! 女性消防団員成長のキセキ

　入団して6カ月以上が経過し、さまざまな研修に取
り組んできた女性消防団員。知識と技術を身に付けて
きた団員がキラリと輝いている姿を紹介します。

消防団の概要を学び、初期
消火訓練を行いました。団
員としての第一歩を踏み
出しました。

消防団員が災害現場や訓練活動
中に潜む危険を見抜く力を養い、
安全な活動を行うために実行で
きる対策を身に付けました。

応急手当ての手法を教えることが
できる｢応急手当普及員｣を養成す
る講習に参加。今後の普及活動の担
い手として活躍が期待されます。 女性消防団員

基礎教育研修

後方支援活動研修

4月

消防団危険予知訓練
(Ｓ－ＫＹＴ)研修6月

救護活動研修救護活動研修救護活動研修救護活動研修救護活動研修救護活動研修救護活動研修救護活動研修
8月

消防車両を初めて運転した
団員は、緊張した様子。緊急
車両を走行させる際の注意
事項を確認しました。

緊急車両
運転技能講習

消防車両を初めて運転した消防車両を初めて運転した消防車両を初めて運転した消防車両を初めて運転した消防車両を初めて運転した消防車両を初めて運転した消防車両を初めて運転した

緊急車両緊急車両
運転技能講習運転技能講習10月

アナウンス、表彰の介添え
などを行い、円滑な大会運
営に協力しました。

第41回
行田市消防団
消防操法大会

第41回第41回第41回第41回
行田市消防団行田市消防団行田市消防団
消防操法大会消防操法大会消防操法大会9月

7月、8月

水防活動に万全を期すため、千葉県香取市佐原口地先で
行われた水防演習を初めて視察しました。

猛暑の中、利根川や
荒川で開催された

各水防訓練に出場する団員の士気高
揚を促すため、飲料水などを供給しま
した。

第62回
利根川水系
連合水防演習
の視察

5月
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　 9月7日、「みらい」文化ホールで平成25年度行田市敬
老祝賀式典が行われました。敬老模範家庭9世帯、三夫
婦世帯1世帯および金婚夫婦161組の皆さまに、工藤市
長から表彰状と記念品が贈呈されました。
　ここでは、表彰を受けた皆さんを紹介します（地区・
自治会順・敬称略）。

敬老祝賀式典を

　　　　開催しました

敬老祝賀式典を

　　　　開催しました

杉
山　

健
治
・
和
江	
(

矢
場
一
丁
目)

　
行
田
地
区

岡
田　

德
藏
・
千
鶴
子	

(

新
町
区)

細
谷　

昭
夫
・
成
子	

(

新
町
区)

中
山　

捷
・
一
子	

(

宮
本)

富
澤　

一
郎
・
和
子	

(

中
央)

　
佐
間
地
区

江
森　

康
雄
・
初
子	

(

第
二
旭)

荒
井　

博
・
靜
子	

(

向
友
会)

石
﨑　

正
一
・
敏
子	

(

向
友
会)

栗
原　

元
幸
・
み
ゆ
き	

(

向
友
会)

小
林　

弘
・
祥
榮	

(

向
友
会)

町
田　

久
次
郎
・
和
子	

(

緑
町)

町
田　

公
士
・
榮
子	

(

一
佐
間)

鈴
木　

國
司
・
芳
江	

(

佐
間
神
明)

茨
田　

寛
・
豊
子	

(

佐
間
神
明)

福
田　

雅
一
・
信
江	

(

佐
間
神
明)

山
﨑　

一
男
・
シ
ズ
江	

(

佐
間
神
明)

飯
田　

稔
・
道
子	

(

佐
間
三
間)

大
谷　

孔
・
美
代
子	

(

佐
間
三
間)

北
爪　

良
男
・
キ
ク
エ	

(

佐
間
三
間)

長
谷
川　

惠
造
・
ト
シ
子	

(

佐
間
三
間)

山
﨑　

武
・
道
子	

(

佐
間
三
間)

　
持
田
地
区

新
井　

次
・
操	

(

二
持
田
第
一)

長
田　

敏
・
義
子	

(

二
持
田
第
二)

長
島　

重
幸
・
千
登

	
(

三
持
田
東
部)

中
村　

敏
夫
・
京
子	

(
三
持
田
東
部)

市
川　

操
・
敏
子	

(

三
持
田
西
部)

湯
井　

正
義
・
夕
子	

(

三
持
田
西
部)

田
村　

喜
一
郎
・
マ
ス	

(

西
駒
形)

﨑　

康
夫
・
惠
美
子	

(

前
谷)

園
部　

貞
雄
・
千
惠
子	

(

持
田
長
町)

原　

外

男
・
ヨ
シ
子	

(

持
田
砂
原)

野
本　

幸
雄
・
津
賀
子	

(

持
田
砂
原)

安
達　

時
夫
・
昭
代	

(

三
井
砂
原)

吉
田　

政
雄
・

枝	
(

三
井
砂
原)

長
谷
川　

茂
・
イ
ネ	

(

棚
田
三
丁
目)

　
星
河
地
区

松
本　

松
夫
・
恒
子	

(

第
一
斉
条)

安
　

敏
美
・
光
江	

(

斉
条
団
地)

田
村　

明
・
孔
子	

(

第
二
和
田
区)

中
野　

克
己
・
初
江	

(

第
二
和
田
区)

井
上　

謙
司
・
富
子	

(

第
二
谷
郷
新
田)

鈴
木　

健
之
・
啓
子	

(

第
二
谷
郷
新
田)

大
谷　

富

・
え
そ
子	

(

飯
倉)

鈴
木　

桂
・
豊
子	

(

飯
倉)

町
田　

嘉
治
・
サ
ト	

(

飯
倉)

池
内　

重
雄
・
米
子	

(

栄
町)

酒
井　

昭
良
・
登
志
子	

(

栄
町)

栁
瀨　

昌
行
・
房
子	

(

栄
町)

江
森　

義
和
・
信	

(

第
二
谷
郷
東
第
一)

小
林　

榮
一
・
貴
美
代	(

第
二
谷
郷
東
第
一)

坂
本　

康
雄
・
つ
め
の	(

第
二
谷
郷
東
第
一)

増
田　

利
男
・
房
子	

(

第
二
谷
郷
東
第
一)

根
岸　

靖
治
・
裕
子	

(

第
三
谷
郷)

高
橋　

健
・
和
江	

(

東
台)

敬
老
模
範
家
庭

三
夫
婦
世
帯

金
婚
夫
婦
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長
野
地
区

青
木　

至
大
・
良
子	

(

二
桜)

青
柳　

宰
・
政
子	

(

二
桜)

浅
見　

征
雄
・
賀
代
子	

(

二
桜)

飯
田　

日
出
朗
・
八
千
代	

(

二
桜)

大
澤　

永
治
・
頴
子	

(

二
桜)

小
澤　

久
男
・
歳
代	

(

二
桜)

栗
原　

繁
・
惠
子	

(
二
桜)

小
　

宗
一
郎
・
房
江	

(

三
桜
南
部)

井
桁　

照
夫
・
光
子	

(

富
士
見
東
部)

田
代　

保
夫
・
貞
子	

(

富
士
見
東
部)

坂
本　

弘
・
房
子	

(

富
士
見
西
部)

木
村　

行
男
・
マ
サ
子	

(

三
桜
北
部)

栗
原　

伴
慈
・
イ
セ
子	

(

三
桜
北
部)

堤　
　

節
二
・
愛
子	

(

三
桜
北
部)

福
田　

喜
代
司
・
光
代	

(

三
桜
北
部)

梶
原　

重
美
・
典
子	

(

桜
ヶ
丘)

永　

清
・
絹
代	

(

桜
ヶ
丘)

澤　

康
之
・
富
子	

(

田
幡
会)

五
十
幡　

久
男
・
康
子	

(

林
区)

米
川　

義
雄
・
晴
子	

(

林
区)

沓
名　

宏
治
・
梅
子	

(

橋
場)

関
田　

悦
男
・
絹
代	
(

橋
場)

小
林　

博
・
富
枝	

(

中
斉)

原　

正
・
美
智
子	

(

中
斉)

清
和　

雄
・
絹
子	

(

中
斉)

南
　

德
男
・
き
み	

(

満
願)

須
永　

正
雄
・
好
子	

(

大
下
区)

細
村　

隆
一
・
和
代	

(

大
下
区)

岡
安　

明
・
わ
か	

(

新
田
区)

　
荒
木
地
区

柴
﨑　

幹
義
・
和
子	

(

荒
木
第
一
区)

小
林　

邦
光
・
サ
ダ
ヱ	

(

荒
木
第
二
区)

木
元　

庸
夫
・
文
子	

(

荒
木
第
六
区)

三
島　

信
夫
・
昌
子	

(

荒
木
第
七
区)

富
田　

眞
・
節
代	

(

荒
木
第
九
区)

　
北
河
原
地
区

將
田　

弘
一
・
ミ
チ
ヱ	

(

上)

松
田　

岳
雄
・
リ
ツ
子	

(

久
保)

栗
原　

照
夫
・
時
枝	
(

酒
巻
上)

　
埼
玉
地
区

長
谷
川　

定
男
・
洋
子	

(

杉
原)

町
田　

典
三
・
公
代	

(

百
塚)

小
礒　

忠
・
愛
子	

(

富
士
山
東)

松
﨑　

茂
義
・
久
代	

(

富
士
山
東)

木
村　

豊
・
ツ
ギ	

(

上
埼
玉)

野
口　

忠
・
は
つ
江	

(

上
埼
玉)

小
林　

善
映
・
宣
江	

(
片
原
第
一)

小
島　

武
次
・
美
津
子	

(
野
宿)

髙
橋　

勇
・
宏
枝	

(
野
原)

大
澤　

邦
夫
・
も
と
子	

(

渡
柳
上)

　
星
宮
地
区

新
井　

春
夫
・

江	
(

上
池
守)

根
岸　

明
・
ふ
さ
子	

(

上
池
守)

菊
地　

照
美
・
愛
子	

(

中
里)

長
島　

清
・
イ
ク
子	

(

小
敷
田)

　
太
井
地
区

岩
嵜　

治
雄
・
喜
美	

(

第
三
門
井)

新
井　

惇
修
・
純
枝	

(

棚
田
町)

野
口　

弘
・
貞
江	

(

棚
田
町)

大
澤　

輝
雄
・
恭
子	

(

壱
里
山)

松
葉　

清
・
幸
子	

(

清
水
町)

井
上　

和
巳
・
桂
子	

(

押
上
町)

佐
藤　

信
・
重
子	

(

押
上
町)

田
中　

正
・
政
子	

(

押
上
町)

八
木
原　

圀
治
・
吉
子	

(

押
上
町)

　
太
田
地
区

髙
橋　

三
夫
・
八
重
子	

(

藤
原
町
西
部)

名
雪　

芳
夫
・
マ
キ
子	

(

藤
原
町
西
部)

小
野　

良
男
・
克
己	

(

藤
原
町
南
部)

川
島　

功
・
あ
さ
子	

(

藤
原
町
中
央)

小
倉　

實
・
邦
枝	

(

若
小
玉
中
央)

大
塚　

裕
・
和
子	

(

若
小
玉
六
本
木)

草
　

隆
・
良
子	

(

若
小
玉
六
本
木)

岩
上　

榮
・
ゲ
ン	

(

下
須
戸)

小
堀　

正
衛
・
ト
メ	

(

下
須
戸)

長
谷
川　

勝
美
・
正
子	

(

下
須
戸)

松
本　

六
郎
・
三
千
代	

(

下
須
戸)

渡
辺　

義
夫
・
か
つ	

(

下
須
戸)

小
菅　

和
夫
・
幸
子	

(

小
針)

坂
本　

清
一
・
シ
ヅ
子	

(

小
針)

新
井　

政
明
・
和
子	

(

藤
間)

小
嶋　

悦
雄
・
敏
子	

(

藤
間)

相
上　

新
一
・
久
子	

(

関
根)

島
田　

幾
之
助
・
ツ
ギ	

(

真
名
板)

島
田　

榮
次
・
泰
子	

(

真
名
板)

谷　

重
男
・
勝
子	

(

真
名
板
東)

　
南
河
原
地
区

大
関　

守
宏
・
ト
ク	

(

南
河
原
二
区)

橋
本　

佐
東
行
・
美
惠
子	

(

南
河
原
二
区)

平
井　

保
雄
・
征
子	

(

南
河
原
二
区)

間
宮　

隆
・
な
か	

(

南
河
原
二
区)

山
本　

行
一
・
と
り
子	

(

南
河
原
二
区)

中
戸　

保
行
・
文
子	

(

南
河
原
三
区
南)

中
戸　

政
幸
・
さ
ち
子	

(

南
河
原
三
区
南)

坂
根　

美
一
・
き
み
子	

(

南
河
原
三
区
北)

栗
原　

武
雄
・
邦
子	

(

馬
見
塚)

田
中　

英
夫
・
一
枝	

(

中
江
袋)

※
「
市
報
ぎ
ょ
う
だ
」
へ
の
掲
載
を
希
望
し
な

い
方
を
除
く
。

▼
問
い
合
わ
せ　

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
福
祉
担

当
（
内
線
２
２
３
）

市内にお住まいの高齢者の状況についてお知
らせします(平成25年10月1日現在)
最 高 年 齢…	【男性】105歳
	 	 【女性】106歳
100歳以上…	 35人（男性7人・女性28人）
75歳以上…	 9,624人
	 	 （男性3,728人・女性5,896人）
65歳以上…	 21,465人
	 	 （男性9,493人・女性11,972人）
高齢化率…	 25.1％

Gyoda  data
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ご参加ください

　市では、11月30日㈯まで乗り合いタクシーの実証実験を
行っていますが、実際に利用した感想や問題点など、乗り
合いタクシー運行を含めた次期公共交通体系の意向につい
ての意見交換を行う座談会を開催します。ぜひ、近くの会
場へお越しください。
▶日時および場所

▶問い合わせ
　地域づくり支援課くらし安心担当(内線252)
　またはものつくり大学田尻研究室☎564―3825

▶内容
・乗り合いタクシーに関する意見交換会
・乗り合いタクシーに関するヒアリング調査

乗り合いタクシー実証実験についての状況報
告会（速報）
　乗り合いタクシーの実証実験を行った結果、どのよう
な状況であるかを報告する「乗り合いタクシー実証実験
についての状況報告会（速報）」を行います。ぜひご参加
ください。
▶日時および場所

乗り合いタクシー実証実験に
伴い座談会(後期)を開催します

ご利用ください

　市では、情報発信のさらなる拡充を図るため、テレ
ビ埼玉のデータ放送を利用した情報発信サービスを始
めています。平常時は、市のイベントや事業を中心に
発信していますが、災害発生時には、被害状況や避難
情報なども発信します。
　データ放送は、簡単なテレビ操作で本市の情報をリ
アルタイムに取得することができますので、ぜひご覧
ください。

テレビ埼玉のデータ放送をご覧ください

▶問い合わせ	 発信内容については広報広聴課広報広聴担当（内線318）
　		 データ放送の視聴については株式会社テレビ埼玉☎048―824―3131

①テレビのチャンネルをテレビ埼玉(地デジ３チャンネル)に合わせます。
②リモコンの「ｄボタン」を押し、データ放送画面を表示します。
③画面左下の一覧の中から「行田市からのお知らせ」を選択します。
④ご覧になりたい項目を選択するとお知らせの内容が表示されます。
※データ放送に対応していない機種など、環境によって利用できない場合があります。

※この事業は、埼玉県ふるさと創造資金の補助を受けています。

データ放送を
ご覧いただくには

日　　　時 場　　所
11月13日㈬午後	1	時30分～	3	時 埼 玉 公 民 館
11月14日㈭午前	9	時30分～11時 太 田 公 民 館
11月14日㈭午後	1	時30分～	3	時 星 河 公 民 館
11月16日㈯午前	9	時30分～11時 須 加 公 民 館
11月16日㈯午後	1	時30分～	3	時 北 河 原 公 民 館
11月16日㈯午後	3	時30分～	5	時 南 河 原 公 民 館
11月19日㈫午後	1	時30分～	3	時 忍・ 行 田 公 民 館

日　　　時 場　　所
12月	7	日㈯午後	1	時30分～	3	時 忍・行田公民館

　

平
成
25
年
度
に
1
0
0
歳
を
迎
え
ら
れ
る
22
人
の
皆
さ
ん
の
中
か
ら
、
5
人
の
方
を
市
長
が

表
敬
訪
問
し
、
国
か
ら
預
か
っ
た
内
閣
総
理
大
臣
の
祝
い
状
お
よ
び
銀
杯
と
共
に
、
市
か
ら
の

記
念
品
を
お
届
け
し
、
長
寿
を
祝
福
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
お
元
気
で
、
長
生
き
の
秘ひ

訣け
つ

や
思
い

出
話
な
ど
、
数
多
く
の
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

市長がご長寿の方々を
表敬訪問しました

森田シヅ子さん

木村千代子さん（左）、髙　よ志さん
（中央）、水谷政さん（右）

横田　　さん

木村千代子さん（左）、髙　よ　さん
（中央）、水谷清致さん（右）

横田　　さん

木村千代子さん（左）、髙　よ志さん
（中央）、水谷政さん（右）

横田　　さん

木村千代子さん（左）、髙　よ　さん
（中央）、水谷清致さん（右）

横田　　さん

▶問い合わせ　高齢者福祉課
高齢福祉担当（内線225）
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ご参加ください

　市民の皆さんの声を聴き、市政について意見交換
を行う「市政懇談会」に参加してみませんか。
　次の地区を対象に懇談会を開催しますので、ぜひ
ご参加ください。
▶開催日時・場所
　　【持田】	 11月19日㈫
	 午後7時～8時30分・持田公民館
　　【長野】	 11月26日㈫
	 午後7時～8時30分・長野公民館
　　【星河】	 12月16日㈪
	 午後7時～8時30分・星河公民館
▶対　　象	 該当地区に住んでいる方
▶そ の 他	 申し込みは不要です。直接会場にお越

しください。
▶問い合わせ	 広報広聴課広報広聴担当（内線318）

市 政 懇 談 会 　 9月定例市議会で、岸田昌
久氏（行田）が教育委員会委員
に任命されました。また、岸
田氏は、9月定例教育委員会で
教育委員会委員長に再選され
ました。

▶問い合わせ　教育総務課庶務担当☎556―8311

　機器の入れ替え作業を行うため、12月2日㈪か
ら6日㈮までの間は住民基本台帳カードの発行、住
民票の広域交付、電子証明書の発行業務を行うこ
とができません。ご迷惑をお掛けしますが、ご理
解ご協力をお願いします。
▶問い合わせ　市民課市民担当（内線242）

教育委員会委員長に岸田昌久氏

市民課からのお知らせ

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :意　見

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :回　答

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :意　見

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :回　答

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :意　見

: : :         ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :回　答

「市長への手紙」「市長への手紙」41
このコーナーは、手紙や電子メールなどにより、市長へご意見・ご提言
などをいただいたものの中から、その一部を紹介するものです。なお、
原則として、回答を希望するものを紹介しています。

このコーナーは、手紙や電子メールなどにより、市長へご意見・ご提言
などをいただいたものの中から、その一部を紹介するものです。なお、
原則として、回答を希望するものを紹介しています。
▶問い合わせ　広報広聴課広報広聴担当（内線 318）

　総合公園に食事をする施設を
設置してほしい。

　総合公園は都市公園に指定さ
れていますので、園内に商業施
設を設置することは難しい状況
です。しかし、平成25年 3 月に策
定した「行田市産業振興ビジョ
ン」において、総合公園周辺を「農
商工連携による産業交流拠点を
整備する地域」として位置付けま
した。これは、農業・商業・工業・
観光の枠にとらわれず、各分野
が連携・交流を図るもので、「道
の駅」を基本とする多機能な交流
施設を想定しています。
　事業実施に当たっては、土地
利用の問題などさまざまな課題
がございますが、長期的な展望
に立ち、一つ一つ解決しながら
取り組んでいきます。

　災害発生時、消防自動車が入
れない場所での対応などについ
て、どのような取り組みを行い、
市民に周知しているのか。

　市では、まちづくり出前講座
などにおいて、防災に関する講
話や防災訓練を実施している他、
ＤＩＧ訓練という図上訓練を実
施しています。ＤＩＧ訓練は、災
害発生時に危険が予測される地
帯または事態などをシート（地
図）に書き込むものです。
　また、自主防災組織を対象に
した防災訓練やジュニア防災訓
練などを定期的に行い、消防自
動車が入れない地域も含めて、
地域において初期消火活動が行
えるように努めています。
　今後とも、防災に関する各種
講座の開催や防災訓練を実施す
る他、「市報ぎょうだ」などを通し
て防災情報を周知していきます。

　「行田市子育て世帯定住促進奨
励金」について、市内在住者と
転入者に差が出ないようにして
ほしい。

　市では、これまでも教育環境
や子育て支援の充実に取り組み、
ここ数年、転出者の流出に一定
の歯止めをかけてきました。し
かし、本市への転入者数は依然
として減少傾向にあり、人口減少
の大きな要因となっています。
　このことから、本市への定住
を促進するため、減少傾向にあ
る転入者数に主眼を置いた「行田
市子育て世帯定住促進奨励金」を
創設し、対策を講じたものです。
　なお、市内にお住まいの方に
は、「住」「育」「働」の各分野におい
て、定住促進を図るための各種
サービスを提供し、引き続き本
市に住んでいただけるよう努め
ていきます。
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　古代蓮の里では、
平成15年度からク
リスマスイベント
「10万石の夜景」
として、古代蓮会
館内にイルミネー
ションを装飾し、
翌年度には古代蓮の里の玄関口である南側駐車場
ロータリーのケヤキ（通称「シンボルツリー」）にも
イルミネーションを装飾しました。今年度も各企
業・団体の皆さんの協力により実施しますので、
ぜひご来園ください。
▶期　　間	 11月23日㈯～平成26年1月13日㈪
※古代蓮会館内で行われるプレミアムイベント
「10万石の夜景」は12月1日㈰・7日㈯・8日㈰・
14日㈯～25日㈬です。

▶点灯時間	 【12月31日まで】午後4時30分～9時
30分【1月13日まで】午後5時～9時30分
▶主　　催	 古代蓮の里イルミネーション推進協
議会
▶そ の 他	 11月23日午後3時ごろから「2013ぎ
ょうだ“夢”まつり」内で点灯式を行います。
▶問い合わせ	 同協議会事務局（都市計画課内）☎
550―1550

　市内において次の自転車競技大会が開催されます。
交通規制などがありますので、ご注意ください。

2013古代蓮の里サイクルロードレース
▶日　　時	 12月1日㈰午前9時～午後3時50分(小雨

決行)※降雪中止
▶場　　所	 古代蓮の里長野地区周回コース(1周3キ

ロメートル)
▶後　　援	 行田市、行田市教育委員会、行田市体育

協会、行田商工会議所、埼玉県教育委員
会、埼玉県体育協会など

▶協　　力	 (公財)行田市産業・文化・スポーツいき
いき財団、長野地区自治会他

2013｢行田浮城のまち｣埼玉県クリテリウム競技大会
▶日　　時	 【第1戦】12月15日㈰
	 【第2戦】平成26年1月12日㈰
	 【第3戦】平成26年1月26日㈰
	 【第4戦】平成26年2月23日㈰
	 いずれも午前8時～午後3時
▶場　　所	 星宮地区

古代蓮の里サイクルロードレース、クリテリウム競技
大会いずれも
▶問い合わせ	 (一社)埼玉県自転車競技連盟☎048―87
	 1―9433

古代蓮の里
イルミネーション2013を開催

（一社）埼玉県自転車競技連盟主催
自転車競技大会

行田の魅力もりだくさんのイベントへGO!

▶日　　時	 11月23日㈯午前10時～
午後3時※雨天決行

▶場　　所	 古代蓮の里　
▶内　　容	 市内外のＢ級ご当地グ

ルメ大会、農産物の即
売などを行う農業祭、
環境の今が分かる環境
フェスタ、忍城おもて
なし甲冑隊や県立進修
館高等学校ダンス部に
よるステージイベント
など　

▶そ の 他	 午後3時ごろから古代蓮
の里イルミネーションの
点灯式が行われます。

▶主　　催	 2013ぎょうだ“夢”まつり実行委員会
▶問い合わせ	 同実行委員会事務局（商工観光課内・内線374）

　「2013ぎょうだ“夢”まつり」で本市初のゼ
リーフライ大食い大会を開催します。
▶開催時間	 午後0時10分～1時
▶場　　所	 ぎょうだ“夢”まつり会場内メー

ンステージ（古代蓮の里内）　
▶競技内容	 約40グラムのゼリーフライを

10分間でどれだけ食べられるかを競います。　
▶対　　象	 高校生以上の方
▶募集人数	 20人（先着順）　
▶参 加 費	 1人500円（当日徴収）　
▶賞　　品	 上位3人に賞品を贈呈　
▶申し込み	 11月1日㈮～15日㈮に電話またはＥメールで2013

ぎょうだ“夢”まつり実行委員会事務局（商工観光課内・
内線374）【Ｅメール】syoko@city.gyoda.lg.jp

2013 ぎょうだ“夢”まつり
ゼリーフライ大食い大会参加者募集
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績
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者
と
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て
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山
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氏
（
長
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）
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全
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▼
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せ　
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査
委
員
事
務
局
（
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）

　

古
代
蓮
の
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に
し
た
「
俳
句
」
と

「
写
真
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テ
ス
ト
」
の
入
賞
作
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し

ま
し
た
。作
品
（
俳
句
部
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は
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優
秀
賞
1
句
・
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選
10
句
、
写
真
部
門
は
特
選
1
点
・
入
選
10

点
・
佳
作
15
点
）
を
古
代
蓮
会
館
で
展
示
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
俳
句
の
優
秀
作
品
集
を
商
工

観
光
課
お
よ
び
同
館
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
展
示
期
間　
11
月
17
日
㈰
ま
で

▼
展
示
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

　
（
入
館
は
午
後
4
時
ま
で
）

▼
休
館
日　
月
曜
日
（
祝
日
は
開
館
）、
祝
日

の
翌
日
（
土
・
日
曜
日
の
場
合
は
開
館
）

▼
場
所　
古
代
蓮
会
館

▼
入
館
料　
大
人
4
0
0
円
、
小
人
2
0
0
円

▼
入
賞
者　
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

【
俳
句
】

最
優
秀
賞　

土
信
田
芳
江	

（
さ
い
た
ま
市
）

特　

選　
　

伊
藤
た
か
子	

（
越
生
町
）

　

同　
　
　

新
井
森
久	

（
熊
谷
市
）

　

同　
　
　

池
田
清	

（
越
生
町
）

　

同　
　
　

吉
田
栄
子	

（
鴻
巣
市
）

　

同　
　
　

小
宮
武	

（
行
田
市
）

　

同　
　
　

佐
藤
隆
夫	

（
日
高
市
）

　

同　
　
　

塚
田
芳
雄	

（
久
喜
市
）

　

同　
　
　

斉
藤
閑
風	

（
行
田
市
）

　

同　
　
　

小
川
有
美	

（
川
越
市
）

　

同　
　
　

小
林
康
男	

（
行
田
市
）

【
写
真
】

特　

選　
　

日
永
和
子	

（
桐
生
市
）

入　

選　
　

鈴
木
由
紀
子	
（
川
口
市
）

　

同　
　
　

坂
本
幸
孝	
（
桐
生
市
）

　

同　
　
　

大
野
康
博	

（
足
立
区
）

　

同　
　
　

長
島
敬
二	

（
行
田
市
）

　

同　
　
　

田
中
三
郎	

（
小
川
町
）

　

同　
　
　

渡
辺
邦
典	

（
鴻
巣
市
）

　

同　
　
　

吉
田
利
夫	

（
白
岡
市
）

　

同　
　
　

番
場
享	

（
久
喜
市
）

　

同　
　
　

早
野
由
香	

（
さ
い
た
ま
市
）

　

同　
　
　

菅
野
文
雄	

（
海
老
名
市
）

▼
問
い
合
わ
せ　
商
工
観
光
課
観
光
担
当
（
内

線
3
8
2
）

全
国
公
平
委
員
会
連
合
会
か
ら
表

彰
さ
れ
ま
し
た

蓮
ま
つ
り
俳
句
・
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

　市では、来庁
者へのサービス
向上の一環とし
て、市役所1階
ロビーに市内案
内板を設置する
予定です。
　案内板には、市全域図、市役所周辺図、庁舎案
内図などの他、民間事業者などの広告を掲載しま
す。広告の募集は設置事業者が行いますので、広
告掲載を希望する方は、設置事業者に問い合わせ
ください。なお、広告掲載については、行田市広
告掲載要綱に基づき、事前審査を踏まえた上で掲
載することになります。
▶広告掲載受付窓口（設置事業者）
表示灯株式会社東京支社シティナビタ開発部(東
京都港区南青山5―12―22	ナビタ東灯ビル)
▶電話番号　 03―3797―4811
▶広告サイズ
・インデックス4㎝ ×11㎝
・写真面16㎝ ×16㎝
▶問い合わせ　財政課管財担当（内線325・327）

　 11月1日㈮から、市民大学教育班が作成した「平成
25年度行田検定問題集」の解答が各公民館で配布さ
れます。
　自分の解答を確認して、行田の知識をより一層深
めてみてはいかがでしょうか。
▶問い合わせ　商工観光課観光担当（内線389）

　利根川で生まれたサケが産卵のためにさかのぼる姿
や、遡

そ

上
じょう

したサケから卵を採る様子を観察できます。
▶日　　時	 11月9日㈯午後1時～3時※小雨決行
▶場　　所	 「大堰自然の観察室」付近
▶内　　容	 ・サケの生態と利根大堰についての説明
	 ・遡上および採卵作業の観察
	 ・クイズ大会
	 ・利根導水路事業概要パネル展示
	 ・行田産の農産物やゼリーフライの販売
▶問い合わせ	 （独）水資源機構利根導水総合事業所総

務課広報担当☎557―1501

市内案内板設置に伴う広告を
募集します

「平成25年度行田検定問題集」の
解答が配布されます

2013利根大堰サケ遡上・採卵観察会

杉山　定男	氏

市内案内看板（イメージ）
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ご利用ください

　市では、高齢者の皆さんの健康保持や生活の安定などに役立てるためのサービスを
実施しています。また、長年にわたり社会の発展に寄与されたことに敬意を表すると
ともに、生きがいを持ちながら日々を過ごせるよう、さまざまな事業を展開しています。
　今回はその中から、代表的なものを紹介します。※世帯の課税状況などにより、給
付の水準などが異なる場合があります。

　乳酸飲料などの配達により、日常的に安否
の確認を行う見守りのためのサービスです。
▶対　　象	 ①65歳～74歳の身体的・生活環

境的な理由により、見守りが
必要な一人暮らしの方

	 ②75歳以上の一人暮らしの方
	 ※いずれも、現在、見守りが行

われている、または見守りを
目的とした他のサービスを受
給している場合を除きます。

▶利用者負担	 無料
▶配　　達	 週3回・3本(隔日）

　紙おむつの配達により、本人および家族の
精神的・経済的負担を軽減するサービスです。
▶対　　象	 65歳以上の寝たきりまたは認知

症の方（一定の基準あり）で、現
在、在宅で介護を受けている方

▶利用者負担	 無料
▶配　　達	 委託業者が自宅へ配送

　要介護認定を受けた方などを介護する家族
の労をねぎらうため、手当を支給しています。
▶対　　象	 要介護4以上または65歳以上で

重度の認知症が6カ月以上継続
している方を、現在、在宅で介
護している家族の方

▶支 給 額	 月5,000円(支給月は4月・8月・
12月）

　栄養バランスの取れた食事の配達により、
健康の保持・増進に寄与するとともに、安否
の確認を行う見守りを兼ねたサービスです。
糖尿病の方への対応も可能です。
▶対　　象	 65歳以上の方のみで構成されて

いる世帯の方で、自ら食事の用
意をすることが困難で他者から
も食事の提供を受けられない状
況にある方

▶利用者負担	 １食当たり400円
▶配　　達	 １人当たり週4食(土・日曜日を

含む)まで※希望の曜日と昼・夕
食のいずれかを選択可

　ボタン一つで消防指令センターにつながる
「緊急通報装置」などを給付することで、生活
の利便性の向上や安心感を得ることのできる
サービスです。
▶対　　象	 おおむね65歳以上の一人暮らし

の方など※給付用具の種別によ
り異なります。

▶利用者負担	 用具購入額の1割など

市の高齢者福祉サービスを紹介します

乳酸飲料などの配達サービス1 配食サービス2

紙おむつの給付(宅配)サービス3

介護慰労手当の支給5

日常生活用具の給付サービス4

　成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神
障害などにより判断能力が十分でない方を法的
に支援する制度です。市内に4カ所ある「地域包
括支援センター」で相談を受け付けています。
　住んでいる地域によって担当する地域包括支
援センターが異なります。詳しくは高齢者福祉
課に問い合わせください。

　市で実施するものの他、行田市社会福祉協議会
でも「いきいき・元気サポート制度」や福祉車両の貸
し出しなど、さまざまなサービスを提供しています。

▶問い合わせ	 市の高齢者福祉サービスについては高齢者福祉課高齢福祉担当（内線225）、成年後見制度につい
ては同課地域支援担当（内線278）、いきいき・元気サポート制度や福祉車両の貸し出しなどにつ
いては社会福祉協議会☎557―5400

成年後見制度に関する相談を受け
付けています。

122013. 11 　市報 ぎょうだ



　

行
田
市
国
民
健
康
保
険
（
行
田
市
国
保
）
と

全
国
健
康
保
険
協
会
埼
玉
支
部
（
協
会
け
ん

ぽ
）
の
合
同
に
よ
る
特
定
健
診
受
診
の
ご
案
内

で
す
。

　

協
会
け
ん
ぽ
の
健
診
を
実
施
し
て
い
る
健
診

機
関
で
は
、
協
会
け
ん
ぽ
加
入
者
本
人
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
の
方
と
行
田
市
国
保
加
入
者
の

方
が
、
同
じ
日
に
健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
土
曜
日
も
受
診
可
）
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機

会
に
受
診
し
て
、
自
分
や
家
族
の
健
康
に
つ
い

て
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
事
前
予
約

が
必
要
で
す
の
で
、
各
健
診
機
関
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
協
会
け
ん
ぽ
加
入
者
と
行
田
市
国
保
加
入
者

が
同
時
に
受
け
ら
れ
る
健
診
機
関

・
川
島
胃
腸
科
☎
5
5
3
―
0
0
0
1

・
行
田
協
立
診
療
所
☎
5
5
6
―
4
5
8
1

　

（
第
2
土
曜
日
休
診
）

・
清
幸
会
行
田
中
央
総
合
病
院
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー
☎
5
5
3
―
2
4
2
6

・
壮
幸
会
行
田
総
合
病
院
附
属
行
田
ク
リ

ニ
ッ
ク
☎
5
5
4
―
0
0
0
5

▼
協
会
け
ん
ぽ
へ
の
問
い
合
わ
せ　
全
国
健

康
保
険
協
会
埼
玉
支
部
保
健
グ
ル
ー
プ
☎

0
4
8
―
6
5
8
―
5
9
1
5
（
月
～
金
曜

日
の
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
）

※
行
田
市
国
保
の
平
成
25
年
度
の
健
診
は
12

月
20
日
㈮
ま
で
で
す
。
対
象
の
方
に
は
、

5
月
に
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
実

施
医
療
機
関
な
ど
は
、
受
診
券
に
同
封

の
「
特
定
健
康
診
査
の
ご
案
内
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
な
お
、
行
田
外
科
医
院
、
ハ

ピ
ネ
ス
診
療
所
で
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
国
保
担
当
（
内

線
2
7
1
）

　

行
田
市
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
と
き
の
胃

検
査
の
方
法
に
つ
い
て
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査

（
バ
リ
ウ
ム
検
査
）
と
胃
カ
メ
ラ
検
査
が
選
択

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
医
療
機

関
に
よ
っ
て
は
、
胃
カ
メ
ラ
検
査
が
実
施
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、胃
カ
メ
ラ
検
査
を
選
択
す
る
場
合
は
、

別
途
追
加
料
金
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
受
診
希
望

医
療
機
関
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課
国

保
担
当
（
内
線

2
7
1
）

人
間
ド
ッ
ク
の
胃
検
査
で

胃
カ
メ
ラ
検
査
を
選
択
で
き
ま
す

行
田
市
国
保
・
協
会
け
ん
ぽ
か
ら
の
お
知
ら
せ

特
定
健
診
は
受
け
ま
し
た
か

　私たちの基本的人権の擁護や自由人権
思想の普及などのために活動している人
権擁護委員の松田重俊氏（埼玉）と松井愛
子氏（荒木）は、9月30日をもって任期満了
となりましたが、引
き続き人権擁護委員
に委嘱されました。
また、片桐雅章氏（城
西）が新たに委嘱さ
れました。
　人権擁護委員の任
期は3年で、10月1日
付けで法務大臣から
委嘱を受けました。

▶問い合わせ　人権推進課人権同和対策
担当（内線221）

人権擁護委員に
委嘱されました

ご参加ください

▶日　　時	 11月19日㈫午後1時30分～3時（午後1時開場）
▶場　　所	 商工センターホール
▶内　　容	 世界的に伝統に根ざした食文化が見直されている現

在、健康食材として注目されている「大豆」をテーマ
としたセミナーです。
・家森幸男先生による講演「賢く食べて健康寿命を
延ばす～世界調査で分かった秘訣～」
・大塚製薬株式会社、行田市によ
る大豆に関する情報提供

▶入 場 料	 無料
▶そ の 他	 申し込み不要（直接会場へお越し

ください）
▶問い合わせ	 保健センター健康づくり支援担当

（市役所内・内線378）

家
や

森
もり

幸
ゆき

男
お

先生プロフィール
　昭和12年、京都市生まれ。京都大学大学院修了。医学博士、島根
医科大学、京都大学大学院教授を経て、両名誉教授。現在、武庫川
女子大学国際健康開発研究所所長、（公財）兵庫県健康財団会長。
　高血圧の研究から脳卒中ラットを開発し、脳卒中が予防できるこ
とを実証。世界25カ国61地域を、20余年を費やし調査。大豆や魚
介類を常食する食文化地域では、健康長寿であることを証明。現在
は、世界各地の食文化を尊重しつつ食生活改善に努める。
〈著書〉「ついに突きとめた究極の長寿食」「世界一長寿な都市はどこ
にある？」「大豆は世界を救う」他多数

健康づくり講演会　「賢く食べて健康寿命
を延ばす～世界調査で分かった秘

ひ

訣
け つ

～」

片桐　雅章	氏松井　愛子	氏

松田　重俊	氏

13



▶交通災害共済会員加入資格の変更
　共済の会員になることができる方は、本市の住民基本台帳に記録されている方となります。なお、就学
などのために一時的に市外へ転出している方で、本市の住民基本台帳に記載されている方も会員になれます。

▶後遺障害見舞金の申請内容の一部変更
　会員が交通事故により、または交通事故による受傷に起因して、当該事故発生の日の翌日から起算して
2年以内に、身体障害者福祉法施行規則の規定による障害等級2級以上の障害に該当した場合は70万円支
給し、5級以上3級以下の障害に該当した場合には60万円支給します。なお、請求期限は交通事故の翌日
から起算して3年以内とします。

▶見舞金の引き上げ

※見舞金の限度額は120万円となります。
※改正後の見舞金の額は、平成26年4月1日以降事故に遭った場合に適用されます。それ以前に交通事故
に遭った場合は、請求の日が平成26年4月1日以降でも改正前の見舞金の額になります。

▶問い合わせ　防災安全課交通担当(内線284)

交通災害共済制度が平成26年4月1日から変わります

　

市
で
は
、
県
内
初
と
な
る
「
行
田
市
定
住
促

進
基
本
条
例
」
を
平
成
25
年
3
月
に
制
定
し
、

定
住
促
進
の
た
め
の
総
合
的
な
取
り
組
み
を
本

格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
本
計
画
は
、
人

口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
活
力
あ
ふ
れ
る
元

気
な
行
田
の
実
現
に
向
け
た
定
住
促
進
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、
同
条
例

第
7
条
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
計
画
（
素
案
）
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間　
11
月
5
日
㈫
～
12
月
4
日
㈬

▼
閲
覧
場
所　
企
画
政
策
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

▼
意
見
提
出
方
法　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
を
記
入
の
上
（
様
式
自
由
）、
持
参
、
郵

送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。【
持
参
・
郵

送
】
〒
3
6
1
―
8
6
0
1	

行
田
市
本

丸
2
―
5	

行
田
市
企
画
政
策
課
【
Ｆ
Ａ

Ｘ
】
5
5
3
―
1
3
5
5
【
Ｅ
メ
ー
ル
】

kikakuseisaku@
city.gyoda.lg.jp

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
企
画
・
改
革
担
当
（
内

線
3
1
1
）

　

外
来
生
物
と
は
、
も
と
も
と
い
な
か
っ
た
地

域
に
、
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
他
の
国
や
地
域

か
ら
入
っ
て
き
た
生
物
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
外
来
生
物
の
う
ち
、
在
来
の
生
態
系
な

ど
へ
被
害
を
及
ぼ
す
も
の
、
ま
た
は
及
ぼ
す
恐

れ
が
あ
る
も
の
を
「
特
定
外
来
生
物
」
ま
た
は

「
要
注
意
外
来
生
物
」
と
し
て
指
定
し
て
い
ま

す
。

　

市
内
で
も
、
次
に
掲
げ
る
特
定
外
来
生
物
な

ど
が
身
近
な
場
所
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
在

来
の
動
植
物
の
生
息
域
を
守
る
た
め
に
も
、
特

定
外
来
生
物
な
ど
は
公
園
や
河
川
な
ど
に
放
し

た
り
、植
え
た
り
し
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
行
田
市
内
で
確
認
さ
れ
た
特
定
外
来
生
物
な

ど
（
一
部
）

　
特
定
外
来
生
物

・
ア
ラ
イ
グ
マ

・
カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ

・
オ
オ
ク
チ
バ
ス
（
俗
称

：

ブ
ラ
ッ
ク
バ

ス
）

・
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
（
植
物
）

　
要
注
意
外
来
生
物

・
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
（
俗
称

：

ミ

ド
リ
ガ
メ
）

・
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ

・
オ
オ
カ
ナ
ダ
モ
（
植
物
）

▼
問
い
合
わ
せ　
都
市
計
画
課
公
園
担
当
☎

5
5
0
―
1
5
5
0

「
行
田
市
定
住
促
進
基
本
計
画
」（
素
案
）

に
対
す
る
市
民
意
見
募
集
を
行
い
ま
す

特
定
外
来
生
物
な
ど
を
放
し
た
り
、

植
え
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い

種　類 区　　　　　分 改正前 改正後
死亡見舞金 1,000,000円 1,200,000円

後遺障害見舞金 身体障害者福祉法施行規則5級以上3級以下 600,000円 変更なし
身体障害者福祉法施行規則2級以上 600,000円 700,000円

医療見舞金 治療日数

180日以上 130,000円 140,000円
150日以上180日未満 100,000円 110,000円
120日以上150日未満 80,000円 90,000円
90日以上120日未満 60,000円 70,000円
60日以上90日未満 45,000円 55,000円
30日以上60日未満 30,000円 40,000円
7日以上30日未満 20,000円 30,000円
7日未満 14,000円 変更なし
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市
で
は
、
資
源
の
有
効
利
用
と
ご
み
の
減
量
化

を
図
る
た
め
、
不
用
品
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
は
紹
介
制
で
、
紹
介
後
は
個
人

間
の
や
り
取
り
と
な
り
ま
す
。
登
録
品
は
無
料
で
、

登
録
期
間
は
3
カ
月
で
す
。

　

な
お
、
円
滑
な
仲
介
事
務
を
進
め
る
た
め
、
不

用
品
登
録
の
際
に
、
写
真
の
提
供
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
写
真
を
提
供
し
て
い
た
だ
け
る
方
は
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
環
境
課
環
境
業
務
担
当
☎
5
5
6

　

―
9
5
3
0
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
5
5
3
―
0
7
9
2

不
用
品
情
報

ゆずってください

さしあげます

▷和たんす　▷ガット張り機（硬式テニス用・手動式）
▷ソファベット　▷ベビー布団

▷大人用自転車　▷大人用自転車（折り畳み式）　▷自
転車（女児用・22インチ）　▷子ども用自転車　▷ベッ
ド用テーブル（キャスター付き）　▷扇風機　▷ＦＡＸ
▷ベビーベッド　▷スチールラック　▷チャイルド
シート　▷炊飯器　▷こたつ　▷液晶テレビ　▷ＤＶ
Ｄレコーダー　▷電気ストーブ　▷ジューサー　▷足
踏みミシン　▷電子ピアノ

　エコライフＤＡＹとは、省エネ・省資源など環境に配
慮した一日を送り、簡単なチェックシートで温室効果ガ
スである二酸化炭素の削減量を把握し、ライフスタイル
を見直すきっかけをつくる取り組みです。
　市では、市内の小・中学生とその家族に協力していた
だき、7月1日から7日までの間の一日について実施しま
した。また、エコライフＤＡＹ実施の募集をしたところ、
二持田第一自治会、二谷郷新田自治会、持田西自治会、
ものつくり大学、行田市民大学から応募があり、期間を
設定した上で、実施していただきました。
　今回のエコライフＤＡＹにより、削減できた二酸化炭
素の量は9,352,393グラムとなりました。これは約3,965
リットルのガソリンを燃焼させたときに排出する二酸化
炭素の量と同じです。

　本協議会は、7月5日に3市の市長が委員とな
り、ごみの共同処理の推進に関する基本的な事
項について協議するため設置されました。
　 10月4日、鴻巣市役所で｢第2回行田市・鴻巣
市・北本市ごみ処理広域化協議会｣が開催されま
したので、その主な内容をお知らせします。
　なお、新ごみ処理施設の建設地は鴻巣市内と
し、その稼動時期はおおむね10年後を予定して
います。

▶問い合わせ　行田市・鴻巣市・北本市ごみ処
理広域化協議会事務局(鴻巣市役所内）☎501
―5831または環境課環境業務担当☎556―
9530

※	1	参加区分によってチェック項目が異なります。
※	2	一般は5団体(二持田第一自治会、二谷郷新田自治会、
持田西自治会、ものつくり大学、行田市民大学)の合計
です。団体別の詳細は市ホームページに掲載しています。
▶問い合わせ　環境課環境政策担当☎556―9530

　生活環境の美化を図るため、全市民参加の市内一斉清
掃（ごみゼロ運動）を行いますので、ご協力をお願いします。
　地区ごとに取りまとめの上、粗大ごみ処理場に搬入し
てください。
▶日　　時	 11月17日㈰午前8時～10時

※雨天の場合は11月24日㈰。なお、雨天な
どにより中止する場合は午前6時30分に
防災行政無線でお知らせします。

▶問い合わせ	 環境課環境業務担当☎556―9530

　空き地の雑草を立ち枯れたままにしておく
と、近隣住民の生活環境を害するばかりではな
く、見通しが悪くなり交通事故の原因になる可
能性があります。また、たばこのポイ捨てなど
により、火災が発生することも考えられます。
　空き地の所有者または管理者は、早めに雑草
を刈り取るようお願いします。
▶問い合わせ　環境課環境政策担当☎556―
9530

エコライフＤＡＹ２０１３夏の結果をお知らせします第2回行田市・鴻巣市・北本市
ごみ処理広域化協議会が開催されました

ごみゼロ運動を実施します雑草の刈り取りはお早めに

調整項目 調整結果
事業の実施主体
（一部事務組合）

・彩北広域清掃組合を活用する。
・組合名称は変更する。

広域化の範囲
(共同処理する事務など)

共同処理が決まっている「新しいごみ
処理施設の建設」を表記する。

負担割合
・新たな施設の建設費は、人口割100
パーセントとする。
・新たな施設の管理運営費は、今後協
議する。

議員定数
行田市5人、鴻巣市5人、北本市4人の
定数14人とする。ただし、新たな施設
が稼動するとき、再度協議する。

事務所の位置

・新たな一部事務組合の事務所は、小
針クリーンセンター内とする。
・ごみ処理広域化チームは、施設建
設地となる鴻巣市内の公共施設に
分室として、設置する。

組合が所有してい
る財産

現有財産の維持管理および処分は、
行田市、鴻巣市の責任(費用負担含
む)で対応する。

参加区分※ 1 参加数
(人 )

二酸化炭素
削減量⒢

一人当たり
の削減量⒢

小学校低学年
（1～ 3年生）

児童 1,644 931,069 566
家族、教職員 3,316 1,726,521 521

小学校高学年
（4～ 6年生）

児童 1,760 1,685,733 958
家族、教職員 2,614 2,435,063 932

中学校 生徒 1,527 1,456,733 954
家族、教職員 408 371,364 910

一般 ※ 2 461 387,288 840
市役所 職員など 476 358,622 753

合計 12,206 9,352,393 766
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　給与所得者の市県民税は、法令により、事業者が給与か
ら特別徴収（給与天引き）して、従業員に代わり市町村に納
税することとなっています。
　埼玉県および県内全市町村では、特別徴収のさらなる徹
底を図るため、平成27年度から、原則全ての事業者を特別
徴収義務者に指定する取り組みを進めています。特別徴収
への切り替えが円滑に行えるよう、準備をお願いします。

【事業者の皆さんへ】
・所得税の源泉徴収だけでなく、市県民税の特別徴収も
行う必要があります。
・原則として、パート・アルバイトを含む全ての従業員
から市県民税の特別徴収を行う必要があります。
・市県民税の税額計算は市が行います。所得税のように、
税額の計算や年末調整をする必要はありません。

【従業員の皆さんへ】
　特別徴収になると・・・
・納税の手間が省けます。
・普通徴収は年4回払いですが、特別徴収は12回払いな
ので、1回当たりの負担が軽くなります。
・複数の会社に勤務している方は、それぞれの会社から
特別徴収されるのではなく、1つの会社から徴収されま
す。	主な給与以外に報酬などがある方は、その旨を支
払先にお伝えください。

▶問い合わせ　税務課市民税担当（内線231）または行田県
税事務所☎556―5099

給与所得者の市県民税は
特別徴収で納税を

平成25年分青色決算説明会などを開催します税務課臨時職員
を募集します

滞納整理強化期間滞納整理強化期間
平成25年11月～平成26年1月

県　税 市　税県　税 市　税

▶問い合わせ　収納課収納担当（内線236・
　　　　　　　237）

埼玉県のマスコット
コバトン

「彩の国」さいたま

埼 玉 県 行田市
埼玉県・市町村
個人住民税税収確保
対策協議会

　税金の滞納は、期限内に納税している方と
の公平を欠くものです。
　埼玉県・行田市では、集中的に滞納者への
催告や財産の差押えなどを行います。

　特別な事情があって納税できない場合は、
ご相談ください。

埼玉県と行田市から
お知らせです
埼玉県と行田市から
お知らせです
埼玉県と行田市から
お知らせです

青色決算書の作成方法や注意点などについて、次のとおり説明会を開催します。

▶雇用期間	 平成26年1月14日
㈫～3月31日㈪

▶勤務時間	 午前8時30分～午
後5時

▶勤務場所	 税務課
▶業務内容	 市県民税課税事

務の補助（書類整
理や簡単なパソコ
ン操作など）

▶募集人数	 8人
▶賃　　金	 時給830円
▶面 接 日	 12月18日㈬
▶申し込み	 市販の履歴書（写

真貼付）に必要事
項を記入の上、12
月11日㈬までに税
務課に持参してく
ださい。

▶選考方法	 面接の上決定し
ます。

▶問い合わせ	 同課市民税担当
	 （内線231）

▶注　　意
・12月9日は農業所得のみの説明となります。
・加須市騎西生涯学習センターは駐車場が狭いため、車での来場はご
遠慮ください。
・記帳制度適用者とは、前年または前々年の不動産所得、事業所得お
よび山林所得の金額の合計額が300万円を超える白色申告者をいい
ます。

▶問い合わせ	 行田税務署☎556―2121（自動音声案内で2番を選択）

開催日時 場　　所 対　　象
12月	3	日㈫午前10時～正午 豊野コミュニティセンター

（加須市豊野台1―345―10）

営業・不動産所得を
有する青色申告者（農
業所得を除く）

12月	3	日㈫午後2時～4時
加須市商工会北川辺支所2階
会議室
（加須市麦倉3658―1）

12月	4	日㈬午後2時～4時 パストラルかぞ小ホール
加須市上三俣2255

12月	5	日㈭午前10時～正午 商工センター401研修室

12月10日㈫午前10時～正午 羽生市民プラザ大会議室
（羽生市中央3―7―5）

12月11日㈬午後2時～４時
加須市騎西生涯学習センター
多目的ホール
（加須市根古屋633―10）

12月	5	日㈭午後2時～4時 商工センター	401研修室 記帳制度適用者

12月	9	日㈪午前10時～正午
ほくさい農業協同組合本店3
階ホール
（羽生市東7―15―3）

農業所得を有する青
色申告者
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個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、
前
年
分
あ
る

い
は
前
々
年
分
の
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま

た
は
山
林
所
得
の
合
計
額
が
3
0
0
万
円
を
超

え
る
方
は
、「
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
」
が
必

要
で
し
た
。
法
改
正
に
よ
り
、
平
成
26
年
1
月

以
降
か
ら
、
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

を
行
う
全
て
の
白
色
申
告
者
（
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
を
含
む
）
に
「
記

帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
に
つ
い
て
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.

go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
行
田
税
務
署
☎
5
5
6
―
2

　

1
2
1
（
自
動
音
声
案
内
2
番
を
選
択
）

▼
募
集
職
種　
一
般
事
務
職

▼
募
集
人
数　
1
人

▼
受
験
資
格　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
昭
和
58
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
6
年
4
月

1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
大
学
・
短

期
大
学
（
修
業
年
限
2
年
以
上
の
専
門
学

校
を
含
む
）
を
卒
業
し
た
方
ま
た
は
平
成

26
年
3
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
方

②
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
し
て
い
る

方

▼
試
験
日　
12
月
15
日
㈰

▼
試
験
会
場　
行
田
グ
リ
ー
ン
ア
リ
ー
ナ

▼
申
し
込
み　
11
月
20
日
㈬
か
ら
環
境
課
、
鴻

巣
市
環
境
課
お
よ
び
彩
北
広
域
清
掃
組
合
小

針
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る
受
験
案

内
・
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
12

月
2
日
㈪
～
6
日
㈮
に
同
セ
ン
タ
ー
事
務
室

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
同
セ
ン
タ
ー
☎
5
5
9
―
3

　

6
4
1

　

「
市
報
ぎ
ょ
う
だ
」
10
月
号
に
掲
載
し
た
記

事
の
一
部
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
次
の
と
お

り
訂
正
の
上
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

3
ペ
ー
ジ　

子
ど
も
医
療
費
支
給
事
業

（
正
）
2
億
4
千
7
8
4
万
円

（
誤
）
1
億
8
千
6
1
1
万
円

33
ペ
ー
ジ　

は
じ
め
ま
し
て

（
正
）
平
成
24
年
10
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち

（
誤
）
平
成
25
年
10
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち

▼
日
時　
12
月
4
日
㈬
～
8
日
㈰
午
前
10
時
～

午
後
5
時

▼
場
所　
埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
（
伊

奈
町
内
宿
台
6
―
26
）

▼
内
容　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｃ
Ｉ
Ｌ
ひ
こ
う
せ
ん
の

5
年
間
の
ア
ー
ト
活
動
の
成
果
お
よ
び
同
法

人
以
外
で
活
躍
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品

の
展
示

▼
入
場
料　
無
料

障
が
い
者
ア
ー
ト
の
可
能
性

▼
日
時　
12
月
8
日
㈰
午
後
1
時
30
分
～
4
時

30
分

▼
内
容　
①
柴
崎
由
美
子
さ
ん
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

エ
イ
ブ
ル
・
ア
ー
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
理
事
）
に

よ
る
講
演
「
創
造
す
る
ち
か
ら
を
、
社
会
に
。

～
エ
イ
ブ
ル
・
ア
ー
ト
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の

活
動
か
ら
～
」　

②
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

③
さ

く
ま
ひ
で
き
コ
ン
サ
ー
ト

▼
参
加
費　

5
0
0
円
（
資
料
代
）

▼
主
催　
N
P
O
法
人
C
I
L
ひ
こ
う
せ
ん
、

公
益
財
団
法
人
い
き
い
き
埼
玉

▼
問
い
合
わ
せ　
N
P
O
法
人
C
I
L
ひ
こ
う

せ
ん
☎
5
5
5
―
1
1
0
0

白
色
申
告
者
の「
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存

制
度
」の
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
す

彩
北
広
域
清
掃
組
合
職
員
を

募
集
し
ま
す

訂
正
と
お
詫
び

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｃ
Ｉ
Ｌ
ひ
こ
う
せ
ん　

設
立
10
周
年

記
念
事
業　

ア
ー
ト
展「
は
ば
た
く
」

事業を営んでいる方へ

　平成26年1月1日現在、市内に事業用資産を所有して
いる方または貸し付けている方は、税務署への申告と
は別に市に対しても償却資産の申告をする必要があり
ます。また、事務所や店舗を借りて事業をしている方(テ
ナント)は、自分の費用で施工した内装、造作、建築設
備などを償却資産として申告してください。
　該当資産がない方、資産に増減がない方、廃業、解
散、他市町村への転出、支店の閉鎖などをされた方は、
必ず申告をお願いします。
　期限間近は窓口が混雑しますので、早めに申告する
ようご協力をお願いします。

▶申告が必要な方　
　法人や個人で、工場、商店、飲食店、美容室、事務所、
農業などを経営している方、アパートや駐車場など
を貸し付けている方
▶申告の対象となるもの
　その事業のために用いることができる構築物、機
械、器具・備品などで、耐用年数が1年以上で1品当
たりの取得価額が原則10万円以上のもの
【償却資産の申告対象となる品物の例】
アスファルト舗装、照明設備、看板、机・応接セット、
レジスター、陳列ケース、厨房設備、乾燥機、受変
電設備、動力運搬機など(詳しくは市ホームページを
参照してください）
※自動車税・軽自動車税の対象になるものや、家屋
として固定資産税の対象になるものは、償却資産
の対象になりませんので、ご注意ください。

▶申告書提出期限　平成26年1月31日㈮
▶その他
　前回申告している方には、11月下旬に償却資産申
告書を送りますので、同封の手引きを参考に申告し
てください。なお、新規に事業を開始した方は、税
務課資産税担当までご連絡いただくか、市ホームペー
ジから申告書をダウンロードして申告してください。
▶申告先・問い合わせ　税務課資産税担当(内線233）

償却資産の申告が必要です
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・身体的虐待
　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、や
けどを負わせる、溺れさせるなど。
・性的虐待
　性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノ
グラフィの被写体にするなど。
・保護の怠慢・拒否（ネグレクト）
　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同
居人による虐待を放置するなど。
・心理的虐待
　言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子
どもの目の前でドメスティック・バイオレンスを
行うなど。

　虐待は家庭の中で起こっていることが多く、「虐待
ではないか」という視点や問題意識を持っていない
と、見過ごされてしまいがちです。家庭、地域、保
育所などの集団生活の場、保健機関、医療機関など
のそれぞれの機関や日常の場面で、ちょっとしたサ
インを見逃さないことがとても大切です。

今、子育て中の方へ
　次のようなことで悩んでいませんか。子育ての悩
みを1人で抱え込まず、相談窓口に相談してくださ
い。
・どうやって子育てしてよいか分からない。
・子どもが言うことを聞かず、いつもイライラしている。
・思うようにいかず、つい子どもをたたいたり、怒
鳴ったりしてしまう。
・精神的、身体的に自分のことで精一杯で子育てが
できない。
・どうしても子どもがかわいく思えない。
・夫やパートナーの理解が得られない。

周りの方たちへ
・子育て中の親が孤立しないよう、話し相手になっ
たり、あいさつや声掛けをするなどして見守って
ください。
・気に掛かる親子がいたり、虐待かもしれないと思
ったりしたときには、相談窓口に連絡してくださ
い（秘密は守ります）。

虐待を疑わせる状況
・殴る、蹴るなどの虐待行為そのものの目撃（親は
しつけのためだと言うこともある）。
・たたく音や叫び声などが毎晩のように聞こえる。

子どもの状況
・不自然な傷が多い（顔や腕、足にあざが多くある）。
・夜遅くまで外で遊んでいたり、徘

はい

徊
かい

したりしてい
る。
・夜間に何時間も外に出され、家に入れてもらえない。
・体や衣服が非常に不潔である。
・親が夜遅くまで帰らず、年齢の低い子供たちだけ
で夜を過ごしている。

親の状況
・地域の中で孤立しており、子どもに関する他者の
意見に被害的、攻撃的になりやすい。
・子どもがけがをしたり、病気になっても医者に見
せようとしない。
・アルコールを飲んで暴れることが多い。
・小さい子どもを置いたまま頻繁に外出している。
・子どもに体罰を加える。
・養育について拒否的であり、食事をきちんとさせ
ないなど放置している。

　児童虐待は、家庭という密室の中で行われるため
に発見されにくく、しかも、虐待者が親であるため、
子どもは逃げたり、自ら救いを求めたりすることが
困難です。
　児童虐待防止法では、全ての国民の義務として、
虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、
児童相談所などに連絡（通告）しなければならないと
定められています。連絡（通告）は、子どもを守り、ひ
いては、虐待してしまう親も救うことになります。
　なお、子どもを守ることが優先されるため、守秘
義務違反にはなりません。また、連絡した人が誰か
が分からないように、秘密は守られます。周囲の人
の温かいまなざしと実行が、子どもを虐待から守り
ます。

子育て応援のために
・行田市子育て応援専用ダイヤル☎556―2011
・行田市保健センター☎553―0053
虐待防止のために
・行田市虐待防止ホットライン☎0120―556―212
　（虐待の通告を受けてから48時間以内に安否確認
を行います）
・児童相談所全国共通ダイヤル☎0570―064―000
　（熊谷児童相談所に電話をつなぎます）
・埼玉県休日夜間虐待通報ダイヤル☎048―779―
1154

▶問い合わせ　子育て支援課子育て支援担当（内線
262・292）

　児童虐待は、子どもを温かく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や
体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為であり、子どもに対
する著しい人権侵害です。
　親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、
それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

見逃さないで、小さなサイン

発見のためのチェックポイント

まずは勇気を持って連絡を

相　談　窓　口

児童虐待の種類

11月は児童虐待防止推進月間です
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病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
は
、
保
護
者
の
就

労
な
ど
に
よ
り
、
病
気
の
子
ど
も
や
病
気
回
復

期
の
子
ど
も
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
、
子
ど
も
を
預
か
る
施
設
で
す
。
施
設
で

は
看
護
師
と
保
育
士
が
保
育
を
行
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
が
病
気
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も

仕
事
が
休
め
な
い
」「
冠
婚
葬
祭
が
入
っ
て
し

ま
っ
た
」「
保
護
者
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
」
こ
ん
な
と
き
に
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
施
設　
病
児
・
病
後
児
保
育
所
「
げ
ん
き
キ

　

ッ
ズ
」
☎
0
9
0
―
8
1
1
1
―
8
7
5
1

（
小
見
1
4
0
4
―
1
）

▼
対
象　
乳
幼
児
～
小
学
３
年
生

▼
保
育
時
間　
月
～
金
曜
日
の
午
前
8
時
～
午

後
6
時

▼
利
用
方
法

①
事
前
に
施
設
へ
病
児
・
病
後
児
保
育
利
用

者
登
録
書
を
提
出
す
る
。

②
主
治
医
・
小
児
科
医
の
診
察
を
受
け
、
病

児
・
病
後
児
保
育
利
用
申
請
書
の
医
師
確

認
欄
に
記
入
を
し
て
も
ら
う
。

③
前
日
ま
で
に
施
設
へ
利
用
予
約
を
す
る
。

④
利
用
日
当
日
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
持

参
の
上
、
来
所
す
る
。

▼
利
用
当
日
持
参
す
る
も
の　
利
用
申
請
書
、

印
鑑
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も
の
）、
保
育

を
行
う
子
ど
も
の
健
康
保
険
証
、
こ
ど
も
医

療
費
受
給
資
格
証
、
利
用
料

▼
利
用
料
金　
2
千
円
（
市
民
税
非
課
税
世
帯

は
無
料
）

▼
問
い
合
わ
せ　
子
育
て
支
援
課
保
育
担
当

（
内
線
2
6
3
）

▼
対
象　
父
子
家
庭
の
父
、
母
子
家
庭
の
母
ま

た
は
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
で
、
平
成
26
年
4
月
に
中
学
校
へ
就
学
す

る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
（
生
活
保
護
受
給
世
帯
を
除

く
）

▼
支
給
額　
1
万
円　

▼
申
請
方
法　
子
育
て
支
援
課
で
配
布
し
て
い

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
振
り
込

み
金
融
機
関
が
証
明
で
き
る
も
の
（
通
帳
な

ど
）
を
持
参
の
上
、
12
月
27
日
㈮
ま
で
に
同

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
※
申
請
期
日
を

過
ぎ
る
と
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
子
育
て
支
援
担
当
（
内

線
2
6
2
）
ま
た
は
埼
玉
県
少
子
政
策
課
手

当
・
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
担
当
☎
0
4
8
―

8
3
0
―
3
3
3
7

▼
日
時　
12
月
7
日
㈯
午
後
1
時
30
分
～
3
時

30
分

▼
場
所　
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ａ
ぎ
ょ
う
だ
学
習
室

▼
内
容　
身
近
な
会
話
の
仕
方
、
聴
き
方
（
傾

聴
）
に
つ
い
て
の
講
演

▼
講
師　
真
下
り
か
さ
ん
（
臨
床
心
理
士
）

▼
定
員　
70
人

▼
参
加
費　
無
料

▼
申
し
込
み　
11
月
1
日
㈮
～
22
日
㈮
に
直
接

ま
た
は
電
話
で
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ａ
ぎ
ょ
う
だ
（
11
月

5
日
㈫
・
11
日
㈪
・
18
日
㈪
は
休
館
）
※
ひ

と
と
き
保
育
（
2
歳
以
上
の
未
就
学
児
の
保

育
・
無
料
）
の
申
し
込
み
も
11
月
22
日
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ　

Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ａ
ぎ
ょ
う
だ
☎

5
5
6
―
9
3
0
1

ぎ
ょ
う
だ
男
女
共
同
参
画
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1
3

豊
か
な
会
話
を
楽
し
む

埼
玉
県
ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学
支
度
金
支
給
制
度

ご
利
用
く
だ
さ
い

病
児
・
病
後
児
保
育
施
設

ご
利
用
く
だ
さ
い

第16回公募行田市美術展の作品募集

▶日　　時	 平成26年2月6日㈭～9日㈰午前9時30
分～午後4時30分（9日は午後4時まで）

▶場　　所	 「行田グリーンアリーナ」サブアリーナ
▶応募資格	 市内および近隣市町に在住・在勤・在

学の方（学生は15～18歳の高等学校も
しくは高等専門学校に在籍する者と
し、19歳以上の学生は一般扱い）

▶種目・作品規格　
①【絵画】日本画、洋画（油絵・水彩）、版画※8号
以上60号以内、額装（ガラス不可）　
②【彫刻】体積100㎝ ×100㎝ ×200㎝以内、重量
100㎏以内、ケースは使用しない
③【工芸】制限なし（壁面作品・着物などは付属品
も持参）
④【書】170㎝ ×60㎝以内（縦横自由）または91㎝ ×
91㎝以内、額装または枠張（ガラス不可）
⑤【写真】
　〔一般〕〈単写真〉A3ノビ以上全紙以内
　　　　〈組写真〉65㎝ ×95㎝以内　
　〔学生〕Ａ4以上ワイド4ツ切まで※単写真のみで

組写真は不可（ガラス不可）　
▶出 品 料	 1点につき【一般】2,000円【学生】1,000円

（同種目の2点目からは半額）
▶搬　　入	 平成26年2月2日㈰午前10時～午後2時
▶搬　　出	 平成26年2月9日㈰午後4時～5時
▶主　　催	 行田市美術家協会、行田市教育委員会、

（公財）行田市産
業・文化・スポー
ツいきいき財団

▶注　　意	 作品は未発表のも
のに限ります。

▶問い合わせ	 行田市美術展実行
委員会事務局（産
業文化会館内）☎
556―6371
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秋季全国火災予防運動

住宅防火  いのちを守る のポイント７つ住宅防火  いのちを守る のポイント７つ

寝たばこは、
絶対やめる。

逃げ遅れを防ぐた
め、住宅用火災警
報器を設置する。

寝具、衣類および
カーテンからの火
災を防ぐため、防
炎品を使用する。

火災を小さいうち
に消すため、住宅
用消火器などを
設置する。

お年寄りや体の
不自由な人を守る
ため、隣近所の協
力体制をつくる。

ガスこんろな
どのそばを離
れるときは、必
ず火を消す。

ストーブは、燃
えやすいものか
ら離れた位置
で使用する。

▶問い合わせ　消防本部予防課☎550―2121
▶問い合わせ　下水道課普及促進担当☎564―0
　303(前谷1―1・水道庁舎内)

住宅用火災警報器が鳴ったときは
どうするの？

【火災のとき】
・火元を確認し、可能であれば初期消火を行っ
てください。
・火が消えなければ速やかに避難してください。
・忘れずに119番通報をしてください。
【火災ではないとき】
・異常がないか周囲をもう一度確認しましょう。
・「異常停止ボタン」や「引きひも」で警報音を止
め、室内の換気を行いましょう。
※調理時の煙や湯気、くん煙式殺虫剤の使用な
どで警報が鳴ることがあります。

住宅用火災警報器取り付けた、その後は

住宅用火災警報器の日ごろの点検・お手入れは？

【点検方法】
・１カ月に1回程度、作動点検をしましょう。
・「警報停止ボタン」や「引きひも」で点検を行い
ましょう。

【お手入れ】
・ほこりやクモの巣などが付くと、火災の煙を感
知しにくくなります。
・１年に１回程度は、乾いた布でふき取りましょう。

Q1
A1

A2
Q2

　最近、下水道管への油などの流出による事故
が多発しています。下水道管に流入した油など
は、冷えて固まり、詰まりや悪臭の原因となるだ
けでなく、下水処理の機能低下など広い区域に
多大な悪影響を与えることになります。これらの
事故が発生した場合、下水道管に流出した油な
どの除去・処理は、原因者の負担となり多額の費
用を要します。
　下水道管への油などの排出をなくし、清潔で
快適な住環境を支えるために、次のことを守って
ください。
各家庭へのお願い
・使い切る……残った油はこし器に移し、炒め
物などで使い切りましょう。
・ふき取る……鍋や皿に付いた油汚れはふき
取ってから洗いましょう。
・吸い取る……使えなくなった古い油は、新聞紙
などで吸い取り、燃えるごみで出してください。
・リサイクル ……家庭からの廃食用油は環境
課へ直接お持ちください。バイオディーゼル燃
料に精製されます。

飲食店へのお願い
　油の排水が多い飲食店などは、排水中の油や
ごみを分離、除去するための適切な容量のグリー
ストラップ(排水中の油やごみを分離・貯留する
装置)を設置しなければなりません。また、グリー
ストラップの清掃など適切な管理をお願いします。

　11月9日㈯から15日㈮までの7日間、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。これは火災が発生しやす
い季節を迎えるに当たり、市民の皆さん一人ひとりに火災予防に対する認識を深めていただき、尊い生命や大切
な財産を火災から守るための運動です。　
　日ごろから次の７つのポイント(3つの習慣・４つの対策)を実践し、外出時や寝る前にはもう一度火の元を確認
しましょう。また、万一火災が発生したときは、小さな被害で食い止められるように心掛けてください。

下水道に油を流さないで下水道に油を流さないで

平成 25年度全国統一防火標語

「消すまでは  心の警報  ＯＮのまま」

▶問い合わせ　消防本部予防課☎550―2121

3つの習慣・4つの対策

つの習慣 つの対策33 44
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人事行政の運営状況を公表します
　市の人事行政の運営等の状況(給与公表に関する部分を除く)について、概要を公表します。なお、詳細な
内容は市ホームページおよび市役所内市政情報コーナーで閲覧できます。

1 職員の任免および職員数に関する状況

計

48人

（1）職員の採用状況（H24.4.1～H25.3.31）
社　会
福祉士

1人

保健師

1人

消防職

5人

一　般
事務職

17人

建　築
技術職

2人

電　気
技術職

1人

教育職
（指導主事）

3人

市費負担
教 職 員

18人

（2）職員の退職状況(H24.4.1～H25.3.31）

18人 1人

普通退職

2人 23人

計

44人

その他
（死亡、免職、失職、任期付）定年退職 勧奨退職

（1）勤務時間の概要（標準的なもの）
1週間の勤務時間
38時間45分

開始時刻
午前8時30分

終了時刻
午後5時15分

休憩時間
正午～午後1時

（2）年次有給休暇の取得状況（一般職員）

※期間は各年1月1日から12月31日までの1年間です。

平均取得日数
平成24年
6.7日

平成23年
6.0日

対前年増減
0.7日

（3）病気休暇、介護休暇および組合休暇の取得状況(H24.4.1～H25.3.31）
病気休暇
26人

介護休暇
0人

組合休暇
0人

6 職員の福祉および利益の保護の状況

（1）健康診断の状況(H24.4.1～H25.3.31)
区　分

定期健康診断
受診者
425人

受診率
78.7%

胃がん検診 94人 17.4%
大腸がん検診 128人 23.7%

（2）公務災害の発生状況(H24.4.1～H25.3.31)
区　分

公務災害
通勤災害

人数
2人
2人

（4）育児休業などの取得状況(H24.4.1～H25.3.31）
休業の種類

取得者合計

育児休業
休業者の内訳 うち新規

9人13人
9人13人
0人0人

育児短時間勤務
うち新規
1人1人
1人1人
0人0人

部分休業
うち新規
3人5人
3人5人
0人0人男性

うち女性

（5）時間外勤務の状況(H24.4.1～H25.3.31）
5.7時間職員1人当たりの月平均時間外勤務時間数

3 職員の分限および懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況(H24.4.1～H25.3.31)
区　　　分

心身の故障の場合
職に必要な適格性を欠く場合

0人0人
0人0人

0人4人
0人0人

職制等の改廃などにより
過員を生じた場合
刑事事件に関し起訴された場合

0人0人

0人0人

0人0人

条例で定める事由による場合 0人0人 0人0人
0人0人

0人0人 0人0人
免職降任 降給休職

勤務成績が良くない場合

職務上の義務に違反し
または職務を怠った場合 0人0人 0人0人

全体の奉仕者たるにふさわしく
ない非行のあった場合 1人0人 0人0人

（2）懲戒処分の状況(H24.4.1～H25.3.31)
区　　　分

2人0人 0人0人
減給戒告 免職停職

法令に違反した場合

4 職員の服務の状況

営利企業等従事の許可状況(H24.4.1～H25.3.31)
営利企業等の従事の内容 許可件数 摘要

自ら営利を目的とする私企業を
営む場合 該当なし ー

営利を目的とする私企業を営むこ
とを目的とする会社その他の団体
の役員などの地位を兼ねる場合

該当なし ー

報酬を得て事業または事務に
従事する場合 該当なし ー

該当なし

7 勤務条件に関する措置の要求の状況 (H24.4.1～H25.3.31)

該当なし

8 不利益処分に関する不服申立ての状況 (H24.4.1～H25.3.31)

▶問い合わせ　人事課人事給与担当（内線208）

2 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（2）勤務成績の評定の状況(H24.4.1～H25.3.31)
対象職員
評定回数

一般職（教育長、臨時･非常勤職員を除く）全職員
年２回

活用方法 勤勉手当、昇給

5 職員の研修および勤務成績の評定の状況

（1）研修の状況(H24.4.1～H25.3.31)
研修区分 研修内容･派遣先など（かっこ内は修了者数）

一般研修
（四市共同）
（行田･加須･羽生･鴻巣）

派遣研修

自己啓発促進

特別研修

一般研修（市単独）・・
（  49人）
（  26人）

新規採用職員研修
課 長 級 研 修

・ （  24人）
（  32人）

監 督 職 員 研 修
臨 時 職 員 研 修

・
・
・

（  10人）
（  24人）
（  25人）

初 級 職 員 研 修
上 級 職 員 研 修
監 督 者 研 修

・
・

（ 17人）
（  20人）

中 級 職 員 研 修
法 制 執 務 研 修

・ （  14人）通 信 教 育 講 座
・
・
・
・
・
・
・

（    2人）
（106人）
（   5人）
（   1人）

（   9人）
（   7人）

自 治 大 学 校
自治人材開発ｾﾝﾀｰ
講 師 養 成 研 修
政策課題共同研究

防 火 管 理 講 習
その他各種研修会

全国地域リーダー養成塾修了者研修会（   1人）

・
・
・
・

・

（   8人）
（   1人）
（   4人）
（   4人）

（   4人）

市町村ｱｶ ﾃ ﾞ ﾐ ｰ　
民間企業派遣研修
人づくりセミナー
政策研究発表会

衛生推進者講習

（  81人）
（  53人）
（  83人）
（406人）
（327人）

考 課 者 研 修
接 遇 研 修  
おもてなし研修
職員交通安全研修
ハラスメント研修
ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 研 修
効 率 的 な 仕 事 の 進 め 方 研 修
人 権 問 題 研 修 会
アサーティブコミュニケーション研修

・
・
・

（402人）
（  55人）
（  95人）

（  38人）
（  32人）
（299人）
（  40人）

人事考課制度研修
公務員倫理研修
救急応急処置研修

・
・
・
・
・
・
・
・
・
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　行
田
都
市
計
画
の
変
更
に
当
た
り
、
都
市
計

画
法
第
17
条
に
基
づ
き
、
変
更
案
を
広
く
お
知

ら
せ
し
、皆
さ
ん
の
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
に
、

変
更
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
縦
覧
日
時
　11
月
22
日
㈮
〜
12
月
6
日
㈮
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
　行
田
市
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県

都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務

所
※
変
更
案
は
埼
玉
県
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
内
容
　「行
田
都
市
計
画
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」
お
よ

び
「
行
田
都
市
計
画
区
域
区
分
」
の
変
更
案

（
埼
玉
県
決
定
）

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
方
は
、
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
提
出
で
き
る
方
　市
内
在
住
の
方
お
よ
び
利

害
関
係
人

▼
意
見
提
出
方
法
　持
参
、
郵
送
、
埼
玉
県
電

子
申
請
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で
12
月
6
日
㈮
午
後
5
時
15
分
（
必
着
）
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。【
持
参
・
郵
送
】

〒
3
6
1
―
0
0
5
2 

行
田
市
本
丸
2
―

20 

行
田
市
都
市
計
画
課
、
〒
3
3
0
―
9
3

　0
1 

埼
玉
県
都
市
計
画
課
※
埼
玉
県
行
田
県

土
整
備
事
務
所
は
持
参
の
み
受
け
付
け

▼
問
い
合
わ
せ
　行
田
市
都
市
計
画
課
☎
5
5

　0
―
1
5
5
0
ま
た
は
埼
玉
県
都
市
計
画
課

☎
0
4
8
―
8
3
0
―
5
3
4
1

　平
成
25
・
26
年
度
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
の
追
加
受
け
付
け
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
　11
月
18
日
㈪
〜
29
日
㈮
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）
午
前
9
時
30
分
〜
11
時
30
分
、

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

▼
受
付
場
所
　契
約
検
査
課

▼
受
付
業
務
　物
品
売
買
等
（
建
設
資
材
を
含

む
）、
建
築
物
管
理

▼
申
請
に
関
す
る
手
引
き
・
申
請
書
の
入
手
方

法
　手
引
き
・
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。※
契
約

検
査
課
窓
口
で
の
配
布
は
、
11
月
1
日
㈮
か

ら
行
い
ま
す
。

▼
有
効
期
間
　平
成
26
年
1
月
1
日
〜
平
成
27

年
5
月
31
日

▼
そ
の
他
　

・
手
引
き
を
参
照
の
上
、
申
請
書
類
お
よ
び

添
付
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
建
設
工
事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、
土
木

施
設
維
持
管
理
業
務
の
受
け
付
け
は
、
埼

玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し

た
共
同
窓
口
申
請
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　同
課
契
約
担
当
（
内
線
2
1

　3
・
2
1
4
）

都
市
計
画
変
更
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す

平
成
25
・
26
年
度

　

行
田
市
物
品
売
買
等
の

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を

追
加
で
受
け
付
け
ま
す

類 似 団体 43.2歳 327,748円 362,999円

人件費の状況（普通会計決算）１

　　

区　 分

24年度

人件費率
Ｂ/Ａ

18.8％

住民基本台帳人口
（平成24年度末）

85,648人 24,096,547

歳出額 Ａ

千円

1,520,765

実質収支

千円

4,536,630

人件費 Ｂ

千円

職員給与費の状況２

市職員の給与などを公表します

区　分

25年度

平成

平成

職員数
Ａ

１人当たりの
給与費Ｂ/Ａ

525人

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

給　　　与　　　費

1,975,408
千円

486,436
千円

761,182
千円

3,223,026
千円

6,139
千円

職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年４月１日現在）

4

区　　　分

行　田　市

埼　玉　県

　　国

平均年齢

41.8歳

43.8歳

42.8歳

平均給料月額

326,239円

349,468円

304,944（329,917）円

平均給与月額

385,401円

396,263円

372,906(401,789)円

① 一般行政職

職員の初任給の状況（平成25年４月１日現在）5

行政職の級別職員数の状況（平成25年4月１日現在）7
ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）３

区　　　分

大学卒

高校卒

一　般

行政職

行田市

178,800円

144,500円

埼玉県

178,800円

144,500円

国

163,987(172,200)円

133,418(140,100)円

職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況（平成25年４月１日現在）6

区　　　分

大学卒

高校卒

一　般

行政職

経験年数10年

263,400円

̶

経験年数15年

317,950円

̶

経験年数20年

376,217円

322,880円

期末手当・勤勉手当８

行田市

（24年度支給割合）
期末手当

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などによる
加算措置　
・ 役職加算　5～20％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などによる
加算措置　
・ 役職加算　　  5～20％
・ 管理職加算　10～25％

2.60 月分
（1.45 月分）

勤勉手当
1.35 月分
（0.65 月分）

（24年度支給割合）
期末手当
2.60 月分

（1.45 月分）

勤勉手当
1.35 月分

（0.65 月分）

国

退職手当（平成25年4月１日現在）９

行田市

（支給率）
勤続20年

勤続25年

自己都合
23.03月分

32.83月分

勧奨・定年
28.7875月分

勤続35年 46.55月分 55.86月分
最高限度額 55.86月分 55.86月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

（支給率）
勤続20年

勤続25年

自己都合
23.03月分

32.83月分

勧奨・定年
28.7875月分

38.955月分
勤続35年 46.55月分 55.86月分
最高限度額 55.86月分 55.86月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

国

類 似 団体 49.1歳 314,792円 335,630円

区　　　分

行　田　市

埼　玉　県

　　国

平均年齢

53.3歳

53.8歳

49.7歳

平均給料月額

347,765円

356,300円

270,465(285,030)円

平均給与月額

388,991円

393,809円

307,506(323,181)円

② 技能労務職

区　分

標準的な
職務内容

職員数

構成比

1級

主事
技師

69人

13.1％

2級

主事
技師

85人

16.2％

3級

主任

121人

23.0％

4級

主査

92人

17.5％

5級

主幹

83人

15.8％

6級
課長

幹
副参事

47人

8.9％

7級

次長

16人

3.0％

8級

部長
参事

13人

2.5％

計

526人

100.0％

110.0

115.0

105.0

100.0

95.0

90.0
行田市 類似団体平均 全国市平均

（H24）
※参考値
98.8

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区　　分

H24

職　員　数（人）

342

H25

337

対前年増減数
（人）

　△5

173 182 9

515 519 4

40 40 　0

555

一般行政部門

特別行政部門（教育・消防）

普通会計計

公営企業等会計部門
（水道・下水道・その他）

合　計 559 4

特別職の報酬などの状況（平成25年４月１日現在）10

12

人口1万人当たりの職員数（平成25年４月１日現在）１１

区　　　分

市　　　長

給料月額など

933,000円（H23.7.1～H27.4.30  839,700円）
副　市　長 780,000円（H23.7.1～H27.4.30  702,000円）
教　育　長 702,000円（H23.7.1～H27.4.30  631,800円）

給　

料

　 （算定方法）
市　　　長 給料月額×在職月数×40/100
副　市　長 給料月額×在職月数×30/100
教　育　長 給料月額×在職月数×30/100

（支給時期）
任期毎
任期毎
任期毎当

手
職
退

議　　　長 482,000円　
副　議　長　 429,000円　
議　　　員 407,000円　

報　

酬

市　　　長
（24年度支給割合）

副　市　長
3.85月分
3.85月分
3.85月分 （勤勉手当を含む）教　育　長

議　　　長
（24年度支給割合）

副　議　長　
3.65月分　
3.65月分
3.65月分　議　　　員

当
手
末
期

行田市 66.1人 68.7人県内市平均

部　　門

▶問い合わせ　人事課人事給与担当（内線208）

　市では、市職員の給与・職員数について、常にその適正化に努めていますが、このたび平均給料
月額などを表にまとめましたのでお知らせします。

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

※職員数および給与費は、一般会計当初予算に計上された額であり、水道事業や下水道
　事業、国民健康保険事業などの特別会計に関するものは含みません。また、職員手当
　には退職手当を含みません。

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準
を示す指数です。類似団体平均とは、人口規模や産業構造が類似している団体のラスパイレ
ス指数を単純平均したものです。
※参考値とは、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置がないとした場合
の値です。

※一般行政職とは、税務職、医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、技
能労務職、教育職のいずれの職種にも属さない全ての職員をいいます。
※平均給与月額は平均給料月額に扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手
当の毎月決まって支給される各手当の総支給額を、各職種区分の職員数で割った額を
加えたものです。
※国の欄におけるかっこ書きは、国家公務員の給与改定特例法による措置がないとした
場合の値（減額前）です。

（H24）
※参考値
97.9

（H24）
※参考値
98.8

※H23.7.1からH27.4.30までの間、給与の減額措置として、市長、副市長および教育長
の給料の10％を減額しています｡

※県内で人口1万人当たりの職員数が最も少ない市は51.7人、最も多い市は113.5人とな
っており、行田市は最少市から数えて21番目に位置しています。

※経験年数とは、採用後の年数をいいます。

※国の欄におけるかっこ書きは、国家公務員の給与改定特例法による措置がないとした
　場合の値（減額前）です。

※市の給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数であり、現業職員を含みま
せん。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

※かっこ内は、再任用職員に関する支給割合です。

（H19）
98.0

（H24）
106.9

（H24）
106.9

（H19）
96.9

（H24）
105.9

（H19）
97.9

38.955月分
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　行
田
都
市
計
画
の
変
更
に
当
た
り
、
都
市
計

画
法
第
17
条
に
基
づ
き
、
変
更
案
を
広
く
お
知

ら
せ
し
、皆
さ
ん
の
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
に
、

変
更
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
縦
覧
日
時
　11
月
22
日
㈮
〜
12
月
6
日
㈮
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
　行
田
市
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県

都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務

所
※
変
更
案
は
埼
玉
県
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
内
容
　「行
田
都
市
計
画
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」
お
よ

び
「
行
田
都
市
計
画
区
域
区
分
」
の
変
更
案

（
埼
玉
県
決
定
）

変
更
案
に
意
見
の
あ
る
方
は
、
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
提
出
で
き
る
方
　市
内
在
住
の
方
お
よ
び
利

害
関
係
人

▼
意
見
提
出
方
法
　持
参
、
郵
送
、
埼
玉
県
電

子
申
請
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で
12
月
6
日
㈮
午
後
5
時
15
分
（
必
着
）
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。【
持
参
・
郵
送
】

〒
3
6
1
―
0
0
5
2 

行
田
市
本
丸
2
―

20 

行
田
市
都
市
計
画
課
、
〒
3
3
0
―
9
3

　0
1 

埼
玉
県
都
市
計
画
課
※
埼
玉
県
行
田
県

土
整
備
事
務
所
は
持
参
の
み
受
け
付
け

▼
問
い
合
わ
せ
　行
田
市
都
市
計
画
課
☎
5
5

　0
―
1
5
5
0
ま
た
は
埼
玉
県
都
市
計
画
課

☎
0
4
8
―
8
3
0
―
5
3
4
1

　平
成
25
・
26
年
度
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
の
追
加
受
け
付
け
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
　11
月
18
日
㈪
〜
29
日
㈮
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）
午
前
9
時
30
分
〜
11
時
30
分
、

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

▼
受
付
場
所
　契
約
検
査
課

▼
受
付
業
務
　物
品
売
買
等
（
建
設
資
材
を
含

む
）、
建
築
物
管
理

▼
申
請
に
関
す
る
手
引
き
・
申
請
書
の
入
手
方

法
　手
引
き
・
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。※
契
約

検
査
課
窓
口
で
の
配
布
は
、
11
月
1
日
㈮
か

ら
行
い
ま
す
。

▼
有
効
期
間
　平
成
26
年
1
月
1
日
〜
平
成
27

年
5
月
31
日

▼
そ
の
他
　

・
手
引
き
を
参
照
の
上
、
申
請
書
類
お
よ
び

添
付
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
建
設
工
事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、
土
木

施
設
維
持
管
理
業
務
の
受
け
付
け
は
、
埼

玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し

た
共
同
窓
口
申
請
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　同
課
契
約
担
当
（
内
線
2
1

　3
・
2
1
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類 似 団体 43.2歳 327,748円 362,999円

人件費の状況（普通会計決算）１

　　

区　 分

24年度

人件費率
Ｂ/Ａ

18.8％

住民基本台帳人口
（平成24年度末）

85,648人 24,096,547

歳出額 Ａ

千円

1,520,765

実質収支

千円

4,536,630

人件費 Ｂ

千円

職員給与費の状況２

市職員の給与などを公表します

区　分

25年度

平成

平成

職員数
Ａ

１人当たりの
給与費Ｂ/Ａ

525人

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

給　　　与　　　費

1,975,408
千円

486,436
千円

761,182
千円

3,223,026
千円

6,139
千円

職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年４月１日現在）

4

区　　　分

行　田　市

埼　玉　県

　　国

平均年齢

41.8歳

43.8歳

42.8歳

平均給料月額

326,239円

349,468円

304,944（329,917）円

平均給与月額

385,401円

396,263円

372,906(401,789)円

① 一般行政職

職員の初任給の状況（平成25年４月１日現在）5

行政職の級別職員数の状況（平成25年4月１日現在）7
ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）３

区　　　分

大学卒

高校卒

一　般

行政職

行田市

178,800円

144,500円

埼玉県

178,800円

144,500円

国

163,987(172,200)円

133,418(140,100)円

職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況（平成25年４月１日現在）6

区　　　分

大学卒

高校卒

一　般

行政職

経験年数10年

263,400円

̶

経験年数15年

317,950円

̶

経験年数20年

376,217円

322,880円

期末手当・勤勉手当８

行田市

（24年度支給割合）
期末手当

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などによる
加算措置　
・ 役職加算　5～20％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などによる
加算措置　
・ 役職加算　　  5～20％
・ 管理職加算　10～25％

2.60 月分
（1.45 月分）

勤勉手当
1.35 月分
（0.65 月分）

（24年度支給割合）
期末手当
2.60 月分

（1.45 月分）

勤勉手当
1.35 月分

（0.65 月分）

国

退職手当（平成25年4月１日現在）９

行田市

（支給率）
勤続20年

勤続25年

自己都合
23.03月分

32.83月分

勧奨・定年
28.7875月分

勤続35年 46.55月分 55.86月分
最高限度額 55.86月分 55.86月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

（支給率）
勤続20年

勤続25年

自己都合
23.03月分

32.83月分

勧奨・定年
28.7875月分

38.955月分
勤続35年 46.55月分 55.86月分
最高限度額 55.86月分 55.86月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

国

類 似 団体 49.1歳 314,792円 335,630円

区　　　分

行　田　市

埼　玉　県

　　国

平均年齢

53.3歳

53.8歳

49.7歳

平均給料月額

347,765円

356,300円

270,465(285,030)円

平均給与月額

388,991円

393,809円

307,506(323,181)円

② 技能労務職

区　分

標準的な
職務内容

職員数

構成比

1級

主事
技師

69人

13.1％

2級

主事
技師

85人

16.2％

3級

主任

121人

23.0％

4級

主査

92人

17.5％

5級

主幹

83人

15.8％

6級
課長

幹
副参事

47人

8.9％

7級

次長

16人

3.0％

8級

部長
参事

13人

2.5％

計

526人

100.0％

110.0

115.0

105.0

100.0

95.0

90.0
行田市 類似団体平均 全国市平均

（H24）
※参考値
98.8

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区　　分

H24

職　員　数（人）

342

H25

337

対前年増減数
（人）

　△5

173 182 9

515 519 4

40 40 　0

555

一般行政部門

特別行政部門（教育・消防）

普通会計計

公営企業等会計部門
（水道・下水道・その他）

合　計 559 4

特別職の報酬などの状況（平成25年４月１日現在）10

12

人口1万人当たりの職員数（平成25年４月１日現在）１１

区　　　分

市　　　長

給料月額など

933,000円（H23.7.1～H27.4.30  839,700円）
副　市　長 780,000円（H23.7.1～H27.4.30  702,000円）
教　育　長 702,000円（H23.7.1～H27.4.30  631,800円）

給　

料

　 （算定方法）
市　　　長 給料月額×在職月数×40/100
副　市　長 給料月額×在職月数×30/100
教　育　長 給料月額×在職月数×30/100

（支給時期）
任期毎
任期毎
任期毎当

手
職
退

議　　　長 482,000円　
副　議　長　 429,000円　
議　　　員 407,000円　

報　

酬

市　　　長
（24年度支給割合）

副　市　長
3.85月分
3.85月分
3.85月分 （勤勉手当を含む）教　育　長

議　　　長
（24年度支給割合）

副　議　長　
3.65月分　
3.65月分
3.65月分　議　　　員

当
手
末
期

行田市 66.1人 68.7人県内市平均

部　　門

▶問い合わせ　人事課人事給与担当（内線208）

　市では、市職員の給与・職員数について、常にその適正化に努めていますが、このたび平均給料
月額などを表にまとめましたのでお知らせします。

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

※職員数および給与費は、一般会計当初予算に計上された額であり、水道事業や下水道
　事業、国民健康保険事業などの特別会計に関するものは含みません。また、職員手当
　には退職手当を含みません。

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準
を示す指数です。類似団体平均とは、人口規模や産業構造が類似している団体のラスパイレ
ス指数を単純平均したものです。
※参考値とは、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置がないとした場合
の値です。

※一般行政職とは、税務職、医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、技
能労務職、教育職のいずれの職種にも属さない全ての職員をいいます。

※平均給与月額は平均給料月額に扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手
当の毎月決まって支給される各手当の総支給額を、各職種区分の職員数で割った額を
加えたものです。

※国の欄におけるかっこ書きは、国家公務員の給与改定特例法による措置がないとした
場合の値（減額前）です。

（H24）
※参考値
97.9

（H24）
※参考値
98.8

※H23.7.1からH27.4.30までの間、給与の減額措置として、市長、副市長および教育長
の給料の10％を減額しています｡

※県内で人口1万人当たりの職員数が最も少ない市は51.7人、最も多い市は113.5人とな
っており、行田市は最少市から数えて21番目に位置しています。

※経験年数とは、採用後の年数をいいます。

※国の欄におけるかっこ書きは、国家公務員の給与改定特例法による措置がないとした
　場合の値（減額前）です。

※市の給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数であり、現業職員を含みま
せん。

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

※かっこ内は、再任用職員に関する支給割合です。

（H19）
98.0

（H24）
106.9

（H24）
106.9

（H19）
96.9

（H24）
105.9

（H19）
97.9

38.955月分
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休日急患診療

・診療科目……内科、小児科、外科
・診療時間……午前10時～午後5時
※医療機関が変更されることがありますので、事前に
問い合わせください。

・清幸会行田中央総合病院　☎553―2000
・壮幸会行田総合病院　☎552―1111
◇夜間などの急病やけがで受診できる医療機関を知りた
いとき
・行田市消防署　☎550―2123
・埼玉県救急医療情報センター　☎048―824―4199
◇埼玉県小児救急電話相談「♯8000」
・県内どこからでも「♯8000」をプッシュすると相談窓
口につながります（携帯電話可）。
・相談時間　【月～土曜日】午後7時～翌日午前7時
　　　　　　【日曜日、祝日】午前9時～翌日午前7時

加須保健所「ひきこもり専門相談」
　明らかな発達障害や精神疾患などの病気がない、青
年期のひきこもり状態にある方やその家族の方を対象
に専門相談を実施します。
　日　　時	 12月4日㈬午後1時30分(予約制)
	 ※毎月第１水曜日
　場　　所	 加須保健所小会議室(加須市南町5―15）
　相談対応者	 臨床心理士、加須保健所職員
　費　　用	 無料
　申し込み・問い合わせ
	 11月27日㈬までに

電話で同保健所保
健予防推進担当☎
0480―61―1216
※事前に精神保健
の担当者が話を伺
います。

子どもの健康
乳幼児健診
　健 診 名	 4カ月児健診、1歳6カ月児健診、2歳児歯

科健診、3歳児健診
　そ の 他	 転入されたお子さんで、前住所地で受診

していない方は保健センターにご連絡く
ださい。

BCG予防接種
　受付日時	 11月21日㈭、12月9日㈪午後1時40分～

2時
　対　　象	 生後3カ月以上1歳未満(1歳の誕生日を迎

える前々日まで)のお子さん
　定　　員	 50人
※標準的な接種時期は、生後5カ月から8カ月です。
※予約制のため、接種希望日の１週間前までに同セ
ンターへ申し込みください。予約後、都合により
接種日を変更するときもご連絡ください。

乳幼児相談（要申し込み）
　日　　時	 12月3日㈫午前9時30分～11時
　対　　象	 小学校入学前のお子さん

離乳食教室（初期）（要申し込み）
　日　　時	 12月3日㈫午前10時30分～11時30分
	 （午前10時15分から受け付け）
　対　　象	 平成25年6月15日～7月14日生まれのお

子さんがいる方

離乳食教室（中後期）（要申し込み）
　日　　時	 11月26日㈫午前10時30分～11時30分
	 （午前10時15分から受け付け）
　対　　象	 7カ月から11カ月のお子さんがいる方

※いずれも場所は
　保健センター

市の個別検診を受けられる方へお知らせ
　行田外科医院(忍1―7―30)は廃院となったため、受
診できません。他の医療機関での受診をお願いします。

　対象となる個別検診
ヤング健診、B型・C型肝炎ウイルス検診、大腸がん
検診、前立腺がん検診

期　　日 医療機関名

11月17日㈰ 清 幸 会 行 田 中 央 総 合 病 院

11月23日㈯ 清 幸 会 行 田 中 央 総 合 病 院

11月24日㈰ 壮 幸 会 行 田 総 合 病 院

12月	1	日㈪ 壮 幸 会 行 田 総 合 病 院

12月	8	日㈰ 清 幸 会 行 田 中 央 総 合 病 院
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ママ・パパ教室
　これからママ、パパになる方を対象に、楽しく
友達をつくりながら妊娠・出産・子育てについて
の教室を行っています。ぜひご参加ください。
　期　　日	 ①11月19日㈫②11月28日㈭③12

月12日㈭※3日間で1コース
　時間・場所	 ①③は午後1時30分～4時（午後1時

15分から受け付け）に保健センター		
②は午前10時～午後2時30分（午前
9時45分から受け付け）にVIVAぎょ
うだ

　内　　容	 妊娠中と産後の生活の話、子どもの
手続きについての話、調理実習、妊
娠中と赤ちゃんの歯の健康について
の話、子どもの成長と育児の話、沐

もく

浴
よく

実習など（初めてお子さんを産む
方向け）

　対　　象	 妊婦の方とその家族
※すでにお子さんがいる方でも、人数
に余裕がある場合は参加できます。

　注　　意	 妊娠初期(15週まで)と妊娠後期(28
週以降)は体調が変化しやすいため、
安定期に入った妊娠中期(16週～27
週)の方の参加をおすすめします。

　申し込み・問い合わせ　直接または電話で同セ
ンター

放っておけない！糖尿病予防教室
～糖が高いのを放置していませんか～

　糖尿病は初期の段階では自覚症状がないため、気が
付いたときには症状が悪化していたという方が大勢い
ます。そうなる前に正しい生活習慣を身に付けて、糖
尿病を予防しましょう。

　※2日間で1コース
　場　　所	 商工センター403研修室
　対　　象	 市内在住の方
　定　　員	 20人(先着順）
　持 ち 物	 健康手帳、筆記用具、健診結果
　申し込み	 11月18日㈪から直接または電話で保健セ

ンター

１　猫の飼い主さんへのお願い
・不妊去勢手術を受けさせましょう
　猫が無制限に繁殖し、飼えなくなって捨てるな
ど、不幸な猫を増やさないためにも不妊去勢手術
を行いましょう。不妊去勢手術をすると、発情期
の泣き声や猫同士のけんかも減ってきます。
・猫の「室内飼い」のススメ
　「外に出られないとストレスがたまるのでは」と
思われがちですが、室内が猫にとって安心できる
場であれば、猫は室内を“なわばり”として生活し
ます。また、高低差がある空間で遊ぶことができ
れば、室内で十分必要な運動になります。猫の室
内飼いは、望まない猫の妊娠や交通事故、病気な
ど猫の危険を避けるよい方法です。
・猫を捨てないで！
　猫を捨てることは犯罪で、動物愛護法により罰
せられます。途中で飼えなくなった場合や子猫が
生まれても飼えない場合は、新しい飼い主を見つ
けましょう。どうしても対応できない場合は、埼
玉県動物指導センターに相談しましょう。

２　猫に屋外で餌を与えない
　猫をかわいそうに思う気持ちは大切ですが、屋外
で猫に餌を与え続けることは、猫の繁殖を促し、か
えって不幸な猫を増やしてしまうことになります。
　また、餌場周囲でのふんや尿など近隣住民の衛生
問題、猫同士の病気も問題になります。「私が餌をや
らなければ猫が飢え死にしてしまう」というのは、思
い込みの場合があります。猫は複数の餌場をなわば
りとするため、餌がなければ他の場所に移動してい
きます。

３　猫が庭などに寄り付いてしまう場合は
　猫が庭などに寄り付いてしまうのは、その場所が
猫にとって快適な場所だからです。猫の嫌がるコー
ヒーかすやどくだみ茶、食用酢、ミカンなどのかん
きつ系の皮、たばこの吸殻を浸した水、市販の忌避
剤などをまいてみてください。

▶問い合わせ　埼玉県動物指導センター（熊谷市板井
123）☎536―2465

猫との共生を考えましょう
　最近、飼うことのできない猫が増え、「子猫が捨てられている」「泣き声がうるさい」などさ
まざまな苦情が増えています。これは、不妊去勢をしていない猫が屋外で繁殖したり、屋
外で猫に餌を与えたりすることが原因です。猫はかわいらしいペットですが、むやみに増
えるとふんや尿による衛生問題を引き起こします。また、全ての人が猫好きとは限りません。
餌場の周囲に住む人は、猫の鳴き声や庭などへの侵入で迷惑していることもありますので、
「猫との共生」を考え、人も猫も住みよいまちをつくりましょう。
　猫との共生ルール

日　　時 内　　容

12月10日㈫
午後2時～3時30分(午後
1時45分から受け付け）

医師講話「お薬無しで！今日から
カンタン！糖尿病」　
川島治さん	(行田中央総合病院
院長)
ミニ講話：生活習慣改善のポイ
ント①

12月17日㈫
午後1時～2時30分(午後
0時45分から受け付け）

歯科医師講話「意外な関係！糖尿
病と歯周病」
清水泰治さん(いちり山歯科医院
院長)
ミニ講話：生活習慣改善のポイ
ント②
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（11月15日～12月14日）各 種 相 談

放射線量測定値
参考値

10月22日㈫　・測定箇所　行田消防署本署地内　・測定高　１メートル
午前9時(曇り)0.10マイクロシーベルト　午後3時(曇り)0.05マイクロシーベルト

市税の納付には、「安心！確実！便利！」な
口座振替をご利用ください。

今 月 の 納 税
固定資産税・都市計画税・・・・・4 期
国民健康保険税・・・・・・・・・5 期
介護保険料・・・・・・・・・・・5 期
後期高齢者医療保険料・・・・・・5 期

納期限　 12月 2 日㈪

　シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で
働く意欲のある方の入会をお待ちしています。
　長年の知識や技能・経験を生かして「地域に貢
献したい」「健康のために体を動かしてみたい」と
思っている方、同センターの会員になりませんか。
▶入会説明会　毎月第1・第3木曜日の午前10時
から同センター（旭町13―24）で行っています。
　また、同センターでは次のような仕事を受け
付けしていますので、お気軽にご連絡ください。
▶仕事例　刃物研ぎ、植木の剪

せん

定
てい

、ふすま・障子・
網戸の張り替え、簡単な大工仕事、塗装、除草
作業、植木の散水作業、屋内外の掃除、毛筆
筆耕、イベントの手伝いなど
▶問い合わせ　
　公益社団法人行田市
　シルバー人材センター
　☎556―5221

　さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、全
国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を設け、夫やパー
トナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐるさま
ざまな人権問題について、専用相談電話による相談を受け
付けます。

▶日　　時	 11月18日㈪～24日㈰午前8時30分～午後
	 7時（23日・24日は午前10時～午後5時）
▶電話番号	 0570―070―810
▶相談担当者	 法務局職員、人権擁護委員
▶そ の 他	 秘密は厳守します。
▶問い合わせ	 さいたま地方法務局人権擁護課☎048―

859―3507

シルバー人材センターからの
お　知　ら　せ

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

相　　談 場　　所 期　　　日 時　　　間 問い合わせ

法律（予約制） 産業文化会館
2階会議室

11月26日㈫、12月12日㈭※次回12月
24日㈫の予約は12月2日㈪、平成26
年1月9日㈭の予約は1月6日㈪から

午前9時20分～正午

地域づくり支援課
（内線252）行政 産業文化会館

2階会議室 11月18日㈪、12月2日㈪ 午後1時30分～3時30分

消費生活
多重債務 市役所 毎週月～金曜日(祝日を除く） 午前9時30分～午後3時30分

相続、遺言、
離婚、日常生活
の困り事

VIVAぎょうだ 12月11日㈬※予約制 午後1時～5時
（受け付けは午後4時まで）

埼玉県行政書士会
埼北支部

☎554―2702

不動産 市役所 11月20日㈬ 午前9時～正午
㈳埼玉県宅地建物取引業協会

北埼支部
☎562―5900

夫婦関係・ＤＶなど
（予約制） VIVAぎょうだ

毎週木・土曜日
※各土曜日は市内在住の方を対象に
電話相談も受け付けます

午後1時～４時
(電話相談は午後1時～2時)

VIVAぎょうだ
☎556―9301

内職 市役所 毎週火・金曜日(祝日を除く） 午前10時～午後4時 商工観光課
（内線383）

人権 忍･行田公民館 12月4日㈬ 午前10時～午後3時 人権推進課
（内線221）

税務
（予約制）

関東信越税理士
会行田支部
（市役所前）

毎週水曜日（祝日を除く）
※予約受け付けは毎週月・水・金曜日
（祝日を除く）の午前10時30分～午後
3時30分

午後1時～4時
関東信越税理士会

行田支部
☎554―1411

水道料金の
休日納付 水道庁舎（前谷） 12月1日㈰ 午前8時30分～正午

水道課
☎553―0131水道料金の

夜間納付 水道庁舎（前谷） 11月19日㈫・26日㈫、12月3日㈫・10
日㈫ 午後5時15分～7時
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▶日　　時	 12月14日㈯午後2時
▶内　　容	 絵本など
▶対　　象	 幼児・小学生
▶主　　催	 おはなしポケット
※場所は、いずれも図書館おはなしのへや

定例子ども映画会
▶日　　時	 11月16日㈯午後2時
▶題　　名	 シートン動物記(計46分)

クリスマス映画会
▶日　　時	 12月15日㈰午後2時
▶題　　名	 「サンタクロースになった少年」(80分)
▶内　　容	 サンタクロースはなぜサンタクロースに

なったのか。北極圏ラップランドの美し
い景色と、心温まるサンタクロースの誕
生秘話をお楽しみください。

定例子ども映画会・クリスマス映画会いずれも
▶場　　所	 映像ホール
▶定　　員	 80人(先着順)
▶入 場 料	 無料

▶日　　時	 12月13日㈮午後2時
▶場　　所	 図書館ミーティングルーム
▶内　　容	 詩やエッセイなどの朗読
▶主　　催	 おしゃべりインコの会

　 4カ月児健診に合わせ保健センターで絵本を配布して
います。
▶日　　時	 12月5日㈭午後1時受付開始
▶持 ち 物	 母子健康手帳

・祈りの幕が下りる時(東野圭吾)
・アレルギーっ子のあんしん　あんぜん！おやつ(小田
真規子、青木恭子)
・最新病院のすべて(松井宏夫／監修)
・どろぼうがっこうぜんいんだつごく(かこさとし／作・
絵)
・キタキツネの十二か月　わたしのキツネ学・半世紀
の足跡(竹田津実／著)
・あやとり(シシドユキオ／文、野口廣／監修)

心地よい朗読と映像で、味わい深い小説や絵本の世界
を旅しませんか。
▶日　　時	 11月19日㈫午後1時30分～3時30分(開場

は午後1時)
▶場　　所	 中央公民館第1学習室(｢みらい｣内)
▶定　　員	 80人(要申し込み)
▶参 加 料	 無料
▶協　　力	 行田朗読の会
▶申し込み	 開催日までに直接または電話で図書館

絵本の世界を通して、楽しみながら英語に触れてみま
せんか。
▶日　　時	 11月14日㈭午後1時30分
▶場　　所	 図書館おはなしのへや
▶対　　象	 小学校低学年の児童
▶主　　催	 行田ロータリークラブ　

▶日　　時	 11月20日㈬午前10時30分～11時
▶内　　容	 絵本、パネルシアターなど
▶対　　象	 2、3歳児と保護者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▶日　　時	 11月23日㈯午前11時
▶内　　容	 絵本や手遊びなど
▶対　　象	 幼児
▶主　　催	 おはなしタンバリン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▶日　　時	 12月7日㈯午後2時
▶内　　容	 絵本など
▶対　　象	 幼児・小学生
▶主　　催	 おはなしの会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おはなし会 ブックスタート

新 着 図 書

読み語りの会

午前9時30分～午後7時
11月5日㈫・11日㈪・18日㈪・25日㈪、
12月2日㈪・3日㈫・9日㈪

開館時間
休 館 日

※休館中の図書の返却はブックポストをご利用ください。

移動図書館巡回日程

※変更となる場合もあります

須 加 小 11月27日㈬

埼 玉 小 11月29日㈮

北 小 12月	3	日㈫

泉 小 12月	5	日㈭

太田西小 12月	6	日㈮

星 宮 小 12月11日㈬

太田東小
11月15日㈮	

12月13日㈮

北河原小
11月19日㈫

12月10日㈫

荒 木 小 11月20日㈬

桜ヶ丘小 11月21日㈭

南河原小 11月22日㈮

大人のための朗読会を開催します

英語児童書読み聞かせ会

映　画　会
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